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はしがき

第１次・第２次地方分権改革では、国と地方の関係を対等・協力の関係に変え

るという理念の下、地域が自らの創意と工夫により課題を解決するための制度

的基盤の構築が図られてきた。

平成２５年６月に「第３次一括法」、平成２６年５月に「第４次一括法」が成

立し、地方公共団体に対する事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等が

進められてきた。

さらに、地方の発意に根ざした取組を推進する新たな手法として、個々の地方

公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現

に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成２６年から導入された。

「提案募集方式」による地方公共団体等からの提案等を踏まえ、事務・権限の

移譲や義務付け・枠付けの見直し等を一層推進するため、平成２７年６月に「第

５次一括法」が制定された。平成２８年度以降も毎年度、一括法の制定により更

なる事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等が行われ、令和５年６月に

は「第 次一括法」が成立した。

このような地方分権に関する種々の改革の進展や課題を視野に入れながら、

地方分権に関する基本問題について先進的かつ実践的な調査研究を実施するた

め、平成１６年度に本研究会を設置し、検討を重ねてきた。令和６年度において

は、対面・リモートを併用する形式で研究会を開催しており、本報告書は、その

成果をとりまとめたものである。

本報告書が、我が国の地方税財政を考える上での一助となれば幸いである。
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2024.7.12 地方分権基本問題研究会 

イギリス地方財政の動向

星野 泉（明治大学） 

まえがき 
2020 年のイギリスの EU 離脱は衝撃的であったが、その前後もイギリスの政治はかなり

大幅な揺れを見せてきた。1997 年から 2007 年までのブレア政権以降、政治は不安定な状
況を見せ、2010 年までのブラウン政権（労働党）、2016 年までのキャメロン政権（保守党、
2015 年まで自由民主党との連立）、2019 年までのメイ政権（保守党、一時民主連合党が閣
外協力）、2022 年までジョンソン政権、同年 9 月、10 月のトラス政権、その後スナク政権
（保守党）となっており、2024 年 7 月の総選挙では、政権交代となった。国の財政問題と
しては、450 億ポンドの減税策による金融市場の混乱、財務大臣更迭、トラス政権の 1か月
余りでの崩壊はあったが、地方財政、とくに地方税、そして地方財政調整制度を含む国から
地方への財政移転制度改革については、前の労働党政権以前と比べれば、比較的落ち着いて
いるように見える。ただ、これまで保守党中心の歳出削減、民営化の方向が進んできたこと
で、この度の政権交代が地方財政にどう影響を与えるのかが注目点となる。 

１ 7 月下院総選挙 
7 月 6日までの BBC ニュースをもとに、選挙結果を整理しておこう。 
7 月 4日の下院（定数 650）総選挙では、野党・労働党が 221 議席を増やして 412 議席の

単独過半数を獲得し、14 年ぶりに政権を奪還した。キア・スターマー党首はこの結果を受
けて 5 日午後、国王から組閣を要請され、正式に新首相となった。惨敗した保守党は、現職
閣僚や元首相ら有力議員の落選が相次いだ。労働党は 412 議席（211 増）を獲得。保守党は
121 議席（251 減）に落ち込んでいる。そのほか、自由民主党は 71 議席（63 増）、スコッ
トランド国民党（SNP）は 9 議席（38 減）、シンフェイン党は 7 議席（増減なし）、民主統
一党（DUP）は 5議席（3 減）、新党のリフォームUK は 5 議席、緑の党は 4 議席（3 増）、
ウェールズ党（プライド・カムリ）は 4 議席（2 増）などとなっている。投票率は 60％。
1885 年以来、2001 年総選挙の 59％に次いで 2 番目に低い。労働党は 2019 年の前回総選挙
で戦後最悪の大敗を喫しているため、今回は目覚ましい逆転となった。労働党の首相は 2010
年に退任したゴードン・ブラウン氏以来。保守党の大敗は、自由民主党の復活と、右派のナ
イジェル・ファラージ氏率いるリフォーム UK の議席獲得などが影響したとみられている。 
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  図１  イギリス 2024 年総選挙の結果 

出典：BBC 

労働党は 211 議席増やしたものの、得票率 33.7％は 2019 年の前回総選挙に比べ 1.6 ポイ
ント増にとどまる。対する保守党は、251 議席を失い、得票率が 20 ポイント減の 23.7％。
得票率の順位では、初当選したナイジェル・ファラージ氏率いる新党リフォーム UK が、
14.3％で 3 位だったものの、小選挙区制のもとでは、多数の議席獲得とはなっていない。一
方、勝つ見込みの高い選挙区に活動を集中させた自由民主党は、得票率 12.2％（前回比 0.7
ポイント増）で、大幅に議席を増やし 71 議席となった。保守党は特に、2016 年の国民投票
で大勢がブレクジットに投票した選挙区で得票率を減らした。有権者の 60％以上が欧州連
合（EU）離脱を支持した選挙区では、得票率を前回総選挙から 27 ポイント下げている。 
 労働党公約として、以下のものがあげられる。 
・公的医療を提供する国民健康サービス（NHS）の診察について、長期にわたる順番待ちが
深刻な問題となっているため、イングランドで毎週 4万件の予約診療を増やす。この資金源
にするため、納税回避や非定住者の税優遇など「抜け穴」を取り締まる 
・小型ボートを使った違法移民の密航を手配する犯罪組織を取り締まるため、国境警備の中
心となる機関を新設 
・住宅不足解消のため、関連法を改正し、150 万戸の新規物件を新築する。初めて自宅を購
入しようとする人に、新築の集合住宅で優先的に購入できるようにする 
・教師を新たに 6500 人増員。私立学校への税優遇廃止を資金源とする

２ 保守党政権のこれまで 
保守党は、デイヴィッド・キャメロン政権のもとで 2016 年にブレクジットの是非を問う

国民投票を実施。政治的混乱の中で 2017 年 6月にテリーザ・メイ首相（当時）のもと行わ
れた総選挙では、保守党は単独過半数を失い、北アイルランドの保守政党、民主統一党（DUP）
と協力するに至った。その後、ブレクジットをめぐり、党首不信任の動議が相次ぐなど保守
党内の混乱を経て、2019 年 7 月にボリス・ジョンソン氏が首相になった。離脱派が勝利し
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た結果を受け、2019 年 12 月の前回総選挙ではブレクジット実現を約束したジョンソン氏
のもとで保守党は圧勝し、労働党は、1935 年以来最も少ない議席数にまで惨敗した。 
しかしその後、新型コロナ・・パンデミックが始まった 2020 年に、複数人の集会を政府が

禁止したロックダウン期間中にもかかわらず、首相官邸などでパーティーが繰り返し開かれ
ていた、いわゆる「パーティーゲート」が 2021 年末に発覚。支持率は低下し、その後の不
祥事もあってジョンソン氏は 2022 年 7 月に辞任を発表。さらに、後任トラス氏は、「ミニ・
バジェット」と呼んだ減税が英ポンド急落など市場に混乱をもたらしたことから、史上最短
45 日での辞任となった。 
後任となったスナク元財務相は、信頼回復と経済再建を主要テーマに首相に就任。プラス

成長とインフレ率の安定やウクライナ支援の強化などを進めた。下院議員の任期は 5 年の
ため、2025 年 1 月までには総選挙を行う必要があり、秋の総選挙かと思われていたが、ス
ナク氏は 5 月 22 日、解散総選挙を発表した。予想外に早い総選挙に踏み切ったことは、イ
ンフレ指標が過去 3 年近くで最も低かったこと、市場予想よりも力強く景気後退を脱却し
たことを背景にしたとされる。しかし、この発表後、保守党関係者らが総選挙の時期をめぐ
る賭博に金銭を賭けていたことが発覚した。英総選挙に向けては、ブレグジットを推進した
右派ポピュリスト、ファラージ氏が新党「リフォーム UK」の代表となり下院選に出馬した
ことも保守党の選挙に影響を与えることとなった。 
労働党としてはまさに目覚ましい勝利であるが、今後、前政権を苦しめた、生活費、財政、

税負担、危険な世界、EUとの関係など大きな問題は、新政権がどれほどの圧倒的多数を占
めていても、難しい問題となる。 

３ 人口の動向 
2020 年半ばのイギリス（4 か国）の人口は 6,710 万人と推定され、2019 年半ばから約

284,000 人(0.4%)増加した。また、2020 年半ばまでの 1 年間で、669,000 人が死亡した。
これは、1986 年以降最多であり、COVID-19パンデミックの第 1 波の影響を反映して、2019
年半ばまでの 1 年間よりも 13%高い。2020 年半ばの出生数は 70万 1,000 人で、2003 年以
降で最低となり、近年見られる出生数減少の傾向が続いている。2020 年半ばまでの 1 年間
で、622,000 人が英国に移住し、375,000 人が国外に移住したと推定されている。これによ
り、247,000 人の純国際移動者数が増加した。2020 年半ばまでの 1年間は、2020 年 3月か
らのパンデミックがモビリティに与えた影響を反映して、前年よりも約 11%少ない国内移
動があった。2020 年半ばまでの 1 年間に、パンデミックの影響と全国的な人口増加の鈍化
はあっても、国内 374地方自治体のうち 294の自治体で人口が増加したと推定されている。 
英国の合計特殊出生率は、2012 年の 1.92 から低下しており、2020 年には 1.56 に低下し

ている。現在と今後の見通しは表１の通り。 
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表１ 合計特殊出生率の推計値 
2020 年 2025 年推計 2045 年推計 

イングランド 1.59 1.56 1.62 
ウェールズ 1.47 1.44 1.47 
スコットランド 1.29 1.26 1.3 
北アイルランド 1.71 1.68 1.74 
英国全体 1.56 1.53 1.59 
出典:Office・ for・ National・ Statistics,・ National・ Records・ of・ Scotland,・ and・ Northern・ Ireland・ Statistics・ and・
Research・Agency・-・2020 年 

表２ 近年の人口変化  
2020 年半ばの人
口（人） 

前年同期比 
伸び率(%) 

2019 年半ばの人
口（人） 

前年同期比 
伸び率(%) 

英国全体 67,081,000 0.43 66,797,000 0.54 
イングランド 56,550,000 0.47 56,287,000 0.55 
ウェールズ 3,170,000 0.53 3,153,000 0.45 
スコットランド 5,466,000 0.05 5,463,000 0.46 
北アイルランド 1,896,000 0.1 1,894,000 0.64 
出典:表１に同・

表 2のように、4 カ国とも、死亡者数の増加と出生数の少なさがあって、人口増加率が鈍
化している。 
図２は、2019 年半ばから 2020 年半ばにかけて、各国の出生数、死亡数、移住数、人口数

の割合(人口 1,000 人当たり)がどのように変化したかを示している。北アイルランドでは、
人口増加率が 2019 年半ばの 1000人当たり 6.4 人から 2020年半ばには 1000人当たり 1人
まで低下したが、国内および海外からの移住が増加率の鈍化の大部分を占めた。スコットラ
ンドは、人口増加率が 2 番目に低下しているが、人口増加が鈍化している主な要因は、国際
移住の減少であった。2020 年半ばまでの 1年間で、ウェールズの人口は 4か国の中で最も
速い速度で増加し、他国や英国の他の地域からの純移民の増加を反映する。パンデミックと
は無関係に、4 カ国とも出生数の減少傾向が続いている。 
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 図２ 人口 1,000 人当たりの人口変化率 

   
   注：グラフは左から出生、死亡、国内移動、国際移動、人口 
 
     図３ イングランドの国勢調査人口の推移（10 年毎） 

       
       注：1941 年は戦争中でデータなし 
 
４ 子どもの貧困 
 
 イギリスの相対貧困率を 2022年OECD 38か国のデータでみると、相対貧困率は 0.117、
17 歳まででは 0.127（いずれも 18 位）であるが、貧困線を下回る割合である貧困 GAP で
は、0.356 となっている。これは、主要国ではアメリカに次いで極めて高い・（格差の大きい）
水準であり、4 位にある。ジニ係数では 0.354、8位となっている。 
また、ユニセフのイノチェンティ研究所発行による、2023 年 12月発表の・「レポートカー

ド 18」では、子どもの貧困がランク付けされているが、総合順位としてイギリスは 39 か国
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中 37 位（日本は 39 か国中 8 位）であった。総合順位は、直近の子どもの貧困率 (2019～
2021年の平均) と子どもの貧困率の改善率 (2012～2014年から 2019～ 2021年にかけて)、
2 つの指標を統計的に平均したものに基づいている。子どもの貧困率は、20.7％、28 位であ
るが、改善率は 19.6％悪化・（増加）、改善率としては最下位であったため、結果として総合
37 位となっている。 
 2014 年 10 月発行の・「レポートカード 12」では、2008 年の相対的貧困ラインを固定基準
点と定めた独自の評価を行っており、この評価では、イギリスの子どもの貧困率が、2008
年、24.0％、2012 年、25.6％、いずれも高い方に位置し、当時の 4 年間で 1.6 ポイント悪化
していたところである。 
先進国の貧困は通常、年間所得の中央値の 50％または 60％と定義される相対的貧困ライ

ンを用いて測定される。この手法を用いると、貧困の経年変化は所得や所得分布の変化を反
映する。各年の相対的貧困ラインを用いると、所得の中央値の低下が貧困に及ぼす影響を隠
してしまう。そこで、このレポートでは 2008 年の相対的貧困ラインを固定基準点と定め、
これを基準として子どもの貧困の絶対的な経年変化を評価している。これは全人口の所得水
準が変動している可能性がある場合や、個々人が他人の所得と比べたり危機前の状況と比べ
たりする際、景気後退の影響判断として有効な方法となる。(「レポートカード 12」P.9) 
イギリスの例でみると、子どもの相対的貧困率は、通常の計算で 2008 年の 24％から 2012

年には 18.6％に減少した。これは、所得の中央値が急激に落ち込み、それに伴って相対的貧
困ラインが低下したことによる。他方、基準年に固定した指標を用いると、景気後退が始ま
って以来、貧困率は 24％から 25.6％に増加したという結果になる。 
この 20 年でみれば、イギリスの大きな課題は子育ての問題ということができ、その意味

では、プレア政権の教育改革、財政調整制度の基本部分に教育補助金を据えたのは、正しい
方向とみられる。 
『ブレア回顧録（上）』・（日本経済新聞出版社、2011 年、23 頁）には、ブレアが教育政策

を大きなテーマとしていたことが挙げられている。この中で、予算を拡大すること、読み書
き計算能力向上計画（全体の底上げ）、公共が管理するより、親が関わる部分を増やすこと
を目指したファウンデーションスクールやアカデミースクールについて触れている。 
イングランドの小中学校の生徒数をみると、2024 年 6 月、学校の種類全体では、公立学

校と私立学校のすべてを含んで生徒数が前年より 18,200 人増加し、約 910 万人。学校数
はわずかに増加、11 校増えて 24,453 校となった。 
学校給食の無料受給資格者・（FSM）は 2017年の 14％から増加し続けており、生徒の 24.6%

が無料給食の対象で、にあり、210万人以上ということになる。イングランドの公立学校に
通う子供は、親または保護者が所得補助、所得に応じた求職者手当など基準となるいくつか
の給付、あるいは移民としての支援を受けている場合、無料の学校給食を受ける権利をもつ。 
     
５ 学校教育改革と教育財政の財源確保 
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 2006 年 4 月から初等中等教育段階の公立学校の運営に係る費用の負担方法が大きく変
わった。カウンシル税や中央から地方への交付金などから調達されてきたが、今般の変更に
よって，財政移転に関しては、使途を特定しない交付金である Revenue Support Grant ・（RSG）
から、使途を特定した補助金である学校特定補助金 Dedicated School Grant（DSG） にな
った。 
公立学校予算のほとんどは、教育事務を担当する地方自治体（ロンドン区、メトロポリタ

ンカウンシル、NMカウンティ、ユニタリーなどの教育当局）に配分される DSGで、その
他、カウンシル税や他の補助金などが充てられて地域の学校教育予算が作成される。DSG
の各自治体への配分は学年、児童生徒数などによる funding formula に基づいて配分され、
配分された予算は、自治体、校長代表により構成される委員会によって各学校向け予算配分
基準が定められ、配分される。この特定補助金の範囲は、プリスクール、義務教育、特別支
援教育の 3 要素に分けられ配分される。その他、学校教育関係の財源としては、学校や児童
のおかれた環境に基づく個別補助金もあり、2011 年からは、無料給食費受給者の割合の状
況により学校に配分する pupil premium 補助金がある。この他、各学校で、寄付や利用料金
を設定することもできる。学校に配分された予算は、校長、保護者、教育当局ら関係者によ
り構成される学校理事会の責任によって運営され、教育当局が監督する。教科書は国の検定
ではなく、公立学校の場合、校長、教員の選定に基づき学校理事会が決定する。 
 また、労働党政権下の 2002 年教育法（Education Act 2002 (c.32)）では、教育水準の向
上を目的としてイングランドに導入した、学校をアカデミーに転換させる教育政策、アカデ
ミー政策というものがある。この種の学校を Public Funded Independent School という。
アカデミー政策のねらいは、教育課程や教員の雇用条件などについて学校に裁量を持たせ
ることによって、教育の自由度を高め、民間の資金とノウハウを活用して成績を向上させる
というものであった。アカデミーは、自治体による学校とは異なり、DSG でなく国から直
接的補助金を得て、かつ、チャリティ関係者等がその所有者となる。地方自治体からの高い
独立性を持つが、公的補助金を得ている点では、私立の独立校とも異なる。また、公費によ
る運営を基本としながらも、個人の慈善家、企業、宗教団体、慈善団体、大学などの多様な
スポンサーを得ることも可能となり、その点では私立学校に近い。従来の公立に比べて校長
やスポンサーのリーダーシップが発揮されやすく、自由度が格段に違い、地域の教育部門の
コントロールから離れ、教職員の給料や条件、学校のカリキュラムや日程などを独自に決め
られる。・（田村 祐子 2017・「イギリスにおける教育改革の試み―アカデミー政策をめぐって
―」『外国の立法 271』・（2017. 3）国立国会図書館調査及び立法考査局、渡辺 恵子 2006・「イ
ギリス教育財政制度の政策形成過程に関する一考察」『日本教育行政学会年報』No .32 ） 
労働党政権下でできた制度であったが、2010 年 5 月の保守党・自由民主党連立政権への

政権交代以降、アカデミーが大幅に増えた。労働党政権下の 2002 年に最初のアカデミーが
3 校開校して以来、2010 年 1 月までに、中等学校約 7,000 校のうち 203 校がアカデミーと
して設置されたが、連立政権では、2010 年アカデミー法（Academies Act 2010）の制定を
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はじめとする様々なアカデミー振興策に取り組み、2015 年までにアカデミーの総数は初等
学校 2,440 校、中等学校 2,075 校と、2010 年からの 5年間で 20倍以上に増加した。 
福崎泰規 2016・「イギリスにおけるアカデミーの設置意義の変容 」『世界の教育事情』（公

財 未来教育研究所 2016.1）によれば、労働党政権、保守党等の連立政権という異なる政
権の下で、アカデミーがもつ意義は大きく変化したことを指摘される。1997 年、ブレア労
働党政権が発足後、2000 年に学習とスキル法（The Learning and Skill Act 2000）が制定さ
れ、これを根拠に、産業界と結びついた教育トラストによって運営される学校「シティ・ア
カデミー」が設立された。そして、この「シティ・アカデミー」を基盤として 2002 年教育
法において設立されたのがアカデミーである。労働党政権下でのアカデミーは、貧困地域の
パフォーマンスの悪い中等学校の改善や人材確保、民間企業や資本の導入を目的として設
置されたものである。そのため、設置の条件としては貧困地域に設立されることや、スポン
サーに自己資金 20％あるいは 200 万ポンドを用意することが求められた。すなわち、労働
党政権下でのアカデミーは、学力が低く学校改善がうまく進んでいない学校の改善に向け
て、民間のリソースを活用しテコ入れを図ることを狙いとして設立されていた。しかし、政
権交代によって発足したキャメロン連立政権では、政権発足直後の 2010 年 7 月、2010 年
アカデミー法を成立させ、この法律を根拠として中等学校に限らず初等学校も、そして貧困
地域だけでなくあらゆる地域の学校もアカデミーへの移行対象とした。また、アカデミー開
校の際には教育水準局（Ofsted）の査察を受けることが求められるという点は、連立政権下
のアカデミー政策における重要な特徴である。アカデミーの移行は、この査察の結果で「優
（Outstanding）」の評価を受けた学校から優先的になされる。つまり連立政権下では、学校
経営が比較的順調である学校から優先的にアカデミーへ移行し、スポンサーによる民間資
本を取り入れながら、自律的な学校経営を進めていったということが指摘されている。 
労働党政権下でも連立政権下でも、民間のリソースを活用した学校経営を行うことが目

指されている点は共通している。しかし、アカデミー導入当初の政権であった労働党政権で
はあくまで学力水準が低い、学校改善がうまく行われていない学校をアカデミーにするこ
とで、民間リソースを用いてボトムアップを図ることを狙いとしていたのに対し、連立政権
はアカデミー移行の対象をすべての公立学校に拡大し、学校評価で優れた評価をあげた学校
のパフォーマンスをさらに高めることを目的とし、各学校により自律的な経営を促すよう
になった。 
フリースクールを含むアカデミー形態の学校とアカデミーに通う子供たちはさらに増え

ており、学校数としては 43.5％、児童数では 56.2％を占めている。中でも中等学校の比率
が高く、通常、小学校より生徒数が多いため、児童数が高くなる。なお、フリースクールは、
アカデミーの範疇であるが、親や教師のグループ、慈善団体、教会、企業、私立校、大学等
が設置する学校として、2011 年 9月から設置されている。 

2024 年 1 月現在、小学校の 42.7％がアカデミーかフリースクールで、小学生数の 44.2%
を占めている。中学校の場合、81.9％を占め、児童数では 81.7 を占めている。特別支援学
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を占めている。中学校の場合、81.9％を占め、児童数では 81.7 を占めている。特別支援学
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校では、46.8％を占め、児童数では 43.6％となっている。 
 

    図４ 

    
    出典 Schools, pupils and their characteristic、2023、Gov.UK. 
     注： 左からアカデミー、独立学校、自治体公立 
 
６ イギリスの地方税 
地方財政支出は、一般歳出（Revenue Expenditure）と資本支出（Capital Expenditure）に
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ティ・チャージに置き換えた際、地方税のほぼ半分を占める非居住用資産課税部分を国税化
し地方譲与税としたことで、地方財政に占める比率でも大幅に減少し 15％程度に、税源配
分ではわずか 5～6％となってしまった。この傾向は、現在のカウンシル税においても同様
である。2013 年から、国税化されていた非居住用資産レイトの半分が不十分ながら地方固
有財源の雰囲気を出してはいるが、その後、この部分を引き上げる改革案はあったものの進
まず、元のような地方税にも戻ってはいない。 

1993 年創設の現行地方税カウンシル税は、単税制度であるがゆえに、地方税として、基
本的な部分、通常は物税とされる資産税の問題点を調整するため、人頭税的、所得税的な仕
組みを盛り込んでいる。住宅をベースに課税され、居住者や所有者が納税義務を負っている。
住宅の評価の際、賃貸価格でなく資本価格(Capital Value)を用いていることは、レイトから
の大きな変更点であった。そして、評価額を決める上で最も大きな特徴は、価格帯(Valuation 
Bands)方式をとっていることである。 
イングランド、ウェールズの場合、最初の評価は、1991 年末から 92 年半ばにかけて実施

された。この作業は、広い価格帯の範囲内に、それぞれの住宅をあてはめるというものであ
った。価格帯の幅が広いため、資産評価を厳密に実施する必要は無くなり、今後の評価替え
もあまりしなくてもよいとされた。住宅をAからHまで8つの価格帯のどこかに割り振り、
税額は、価格帯毎に決まる。最も低価格帯 A が 6、最も高価格帯 Hが 18、基準とされる価
格帯 Dの負担比率は 9 とされる。Hの範囲内にある住宅は価格帯 D、負担比率 9 と評価さ
れた住宅の 2倍の負担。同様に、価格帯 Aの住人は価格帯 Dの住人の 3分の 2 の負担とな
る。たとえば、価格帯 D の税額について、ある自治体が 501 ポンドと設定した場合、A は
334 ポンド、Hは 1002 ポンドとなる。これが基準となる税額となり、ここから個人的理由
に伴う税負担軽減が行われる。 
資産税ではあるが、コミュニティ・チャージにあった人頭税的配慮がある。価格帯毎に決

定された基本税額を基礎として、18 歳以上の成人が 2 人居住している場合、基本税額の
100％課税。1人だけで居住している場合、25％割引され、75％課税。世帯人員が 3人以上
となっても、とくに税額が増加することはない。さらに、資産税であることに伴う逆進性を
回避するため、補助金をもとに全国的なカウンシル税給付金制度(Council・Tax・Benefit)が置
かれていたが、削減傾向にあった。2013 年からは、給付制度の分権化ということで、地方
独自の機能とするカウンシル税軽減制度（Council Tax Reduction）として低所得者向けなど
への負担軽減制度となった。 
評価替えは、レイト制度の時代、5 年おきとされていたものの、廃止されるまで 1973 年

の評価に据え置かれ、10 年おきとされるカウンシル税でも 1991 年の評価が今日まで使わ
れており、評価替えは熱心でない。住民としては、評価替えがないまま住宅価格が大幅に変
化した場合、不公平が生じるが、その場合、異議申し立てをすることができる。また、資産
課税といっても、実際は単税制度の地方税であり、世帯人員や所得状況から配慮がなされ、
実質的には住民税のようなものである。ただ、所得課税や財・サービス課税のように、地域
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独自の機能とするカウンシル税軽減制度（Council Tax Reduction）として低所得者向けなど
への負担軽減制度となった。 
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の評価に据え置かれ、10 年おきとされるカウンシル税でも 1991 年の評価が今日まで使わ
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経済の成長により生じる自然増収に期待できないため、税率を上げないと増収につながらな
い。2002 年には前年比 8.2％、2003 年には前年比 12.9％もの負担増を求められたこともあ
った。その他の時期では、1990 年代は 5～6％増、2005 年以降 4％台、あるいはそれを切る
ようになり、2011 年から 14 年は 0～1％の間、その後少し増えて、2016 年以降３～5％程
度である。 

 
７ ノン・ドメスティック・レイト（ビジネス・レイト） 
一方、非居住用資産レイトの場合は、基本的に 5 年おきの評価替えとなっている。1990

年、地方税のうち居住用資産レイト部分がコミュニティ・チャージに変わる際、地方税の半
分程度を占めていた非居住用資産レイトは国税、地方譲与税化された。地域間の税率格差を
なくし経済の中立性を高める方向で、当初は人口基準、地方譲与税のかたちで譲与、その後
は地方財政調整制度である歳入援助交付金（Revenue Support Grant＝RSG）の中で配分さ
れるようになった。 

2013 年からは、50％をビジネス（非居住用資産）・レイト保持制度（Business Rats Retention 
Scheme）として、自治体の権限を大きくする方向への改革を進めた。地域経済の発展の成
果を直接的に得ることができるためとされ、非居住用資産レイトの半分が、自治体の財源と
して、過去の徴収額と人口や公共サービスコストの差額を追加支出金(Top-up)、納付金
(tariff)・ として調整する、一部水平的調整の仕組みを入れている。 
また、2006 年から RSGが大幅に減らされ、学校特定補助金（Dedicated Schools Grant）

中心の財政調整、すなわち自治体の学校教育支出の違いを基礎とする財政調整に振り替わ
っている。補助金改革の中で子どもの貧困と教育格差に注目し、地域格差の基準として盛り
込んできたことが大きい変化である。 
人頭税はあまりに短い 3 年での幕引きであったが、カウンシル税は、30 年間、その基本

的部分に変化はない。地方税として安定的に推移してきてはいるが、伸張性に乏しいこと、
地域格差が生じやすいこと、基本的に逆進性があること、保守党政権の下では、非居住用資
産レイトとともに金額を抑える方向で改革を進めてきている。 
 
８ カウンシル税のキャッピングなど 

2010 年６月に発表された 2010 年緊急予算（Emergency Budget）において、2011 年度、
イングランドのカウンシル・タックスの税率凍結を奨励し、2010 年 10 月の 2010 年支出見
直し（Spending Review 2010）では、2011 年度にカウンシル・タックスの税率を凍結した
イングランドの自治体の税収補填に対し７億￡を充てた。さらに、2011 年地域主義法
（Localism Act ）では、国務大臣は毎年度、地方自治体によるカウンシル・タックスの引き
上げ上限を設定できることになった。地方自治体がこの上限を超えてカウンシル・タックス
を引き上げることを望む場合は、住民投票を実施、同意が必要となる。 
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図５ 価格帯 Dの平均額と増加率 

 
出典：Council tax levels set by local authorities: England 2024－25. 
 

図 6  Dバンド平均金額の採用団体数 

  
出典：図 5 に同 

    
 
表３ 各地の価格帯 D の金額と増加率  

 
出典： 図５に同 

Financial Year
England

£

England
change

%
London area

£

London area
change

%

Metropolitan
areas

£

Metropolitan
areas change

%
Unitary areas

£

Unitary areas
change
[note b]

%
Shire areas

£

Shire areas
change
[note b]

%
2020 to 2021 1,818 3.9 1,534 3.9 1,809 4.0 1,886 3.9 1,895 3.8
2021 to 2022 1,898 4.4 1,622 5.7 1,893 4.6 1,970 4.6 1,970 3.8
2022 to 2023 1,966 3.5 1,684 3.8 1,960 3.6 2,034 3.3 2,041 3.6
2023 to 2024 2,065 5.1 1,789 6.2 2,059 5.1 2,139 5.0 2,134 5.0
2024 to 2025 2,171 5.1 1,893 5.8 2,169 5.3 2,248 5.1 2,237 4.8
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  表３ カウンシル税導入時からの平均バンドD 金額と上昇率（パリッシュ含む） 

出典: 図 5 に同、及び Local Government Financial Statistics, England, 2023. 

  図７ イングランド、ウェールズ、バンド Dの平均金額の変化 

 出典： Council Tax Level in Wales 2024-5
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   表４   各地の価格帯配分 

 
出典：各地の Council Tax Band データより作成 
 

2016 年度に導入された追加的付加課税制度（Additional Precept）では、成人社会的ケア
拡充目的に 2％のカウンシル税付加税をかける権限が認められ、さらに 2017 年、18 年度に
3％に引き上げられたが、3 年目は２％に戻るということで、2%まで増やすことが可能とい
うことである。これは、通常、カウンシル税で対応してきた成人社会的ケア分の追加資金（の
み）を提供するためのものであり、その後も毎年、若干の制度変更がある。 
 2019 年度、151 の成人社会的ケア提供団体（このサービス提供団体は、シティを含むロ
ンドン区、カウンティ議会、大都市圏ディストリクト、ユニタリー団体）のうち 85 団体が、
多少なりとも最高 2％までの成人社会的ケア超過課税を採用するとみられる。ただ、前年度
には制限いっぱいまで上げていた自治体の多くは、2019 年はそうしていない。これは、平
均的 D価格帯で約 11￡ほどになる。 
National・audit・office の Adult Social Care at a Glance, July 2018 によれば、成人社会的ケ

ア（18 歳以上）について、以下のような説明がある。  
多くのケアは、家族、友達、近隣の人々によって無償で、個人的ケアや生活支援を非公式

に提供する、この非公式ケアは、年あたりおよそ 1,000 億￡相当と見積もられる。一方、
2016 年度に地方自治体が手配した公的ケアの総額は 204 億ポンドである。 
自治体がアレンジするケアは、主に 3つのソースから財源を得ている。 

1 公的財源 カウンシル税, 政府の補助金、ビジネスレイト。 
2 利用者の負担 ミーンズテストにより負担を求める。 
3 NHS および関連機関からの収入 地方自治体は、医療的理由で必要な看護など、明らか
にNHSの責任であるような法定サービスについては、地方自治体はNHSから収入を得て、
サービス提供に伴う費用をカバーする。この他、2016 年度、地方団体が関与せずに個人的
に購入したケアサービスが 109 億￡と見積もられる。 

カウンシル税価格帯
イングランド ウェールズ スコットランド
評価 財産市場価格  1 April 1991   1 April 2003  1 April 1991  /9
A Up to £40,000 up to £44,000 ～￡2 万 7,000 6
B £40,001 to £52,000 £44,001 to £65,000 ￡2 万 7,000 超～ ￡3 万 5,000 7
C £52,001 to £68,000 £65,001 to £91,000 ￡3 万 5,000 超～ ￡4 万 5,000 8
D £68,001 to £88,000 £91,001 to £123,000 ￡4 万 5,000 超～ ￡5 万 8,000 9
E £88,001 to £120,000 £123,001 to £162,000 ￡5 万 8,000 超～￡8 万 0,000 11
F £120,001 to £160,000 £162,001 to £223,000 ￡8 万超～ ￡10 万 6,000 13
G £160,001 to £320,000 £223,001 to £324,000 ￡10 万 6,000 超～ ￡21 万 2,000 16
H £320,001 and over £324,001 to £424,000 ￡21 万 2,000 超～ 18
I more than £424,000 21
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   表４   各地の価格帯配分 

 
出典：各地の Council Tax Band データより作成 
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成人社会的ケアは教育を除く地方財政支出のうち最大の項目であり、2016 年度、地方団
体は、成人社会的ケアに 43％を費やしているが、これは、児童社会的ケア（21%）の 2 倍、
住宅サービス（4％）の 10 倍を超える。 

2010 年度から 2017 年度にかけて、地方団体に対する政府の資金は、実質で 49.1%減少
した。これは「支出力」(政府資金とカウンシル税)が実質的に 28.6%減少したことに相当す
る。2015 年度の支出見直しと 2017 年度予算では、政府は成人の社会的ケアにおける需要
の高まりを受けて追加資金を提供した。その結果、2016 年度以降、自治体に対する減少率
は横ばいとなり、2019 年度でも 28.7%と安定してきている。 

2010 年度から 2016 年度の間に、地方団体は成人社会的ケアサービス支出を実質 3.3%削
減した。それでも、法定責任がそれほど多くないようなサービス分野については、同時期に、
はるかに大きな削減をしている。計画と開発 52.8％削減、住宅サービス 45.6%削減、高速
道路・交通 37.1%削減、文化・関連サービス 34.9%削減となった。 
 
図８ 2010 年度～2016 年度のサービス分野別減少幅 

 
 出典： Adult social care at a glance, 2018. 
 
図９ 2010 年度～2016 年度サービス分野別支出 100 万￡ 

 
  出典： 図 8に同 
 

2015 年 11 月、支出見直し Spending Review と秋の声明 Autumn Statement で、2019 年
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度までに社会的ケアのための年間 35 億ポンド追加することを地方団体向けに発表した。追
加のお金はベターケア基金を通じて提供され、成人の社会的ケア責任を持つ地方団体にカ
ウンシル税に年 2%（住民投票制限いっぱい）の付加課税の権限を与えた。 

2017 年 2 月、地方財政レポート(イングランド)2017‐2018 年で、2019 年度までの 3 年
間で合計 6%を超えないのであれば、地方自治体が社会的ケアの付加課税を 2017 年度と
2018 年度に 3%引き上げることもできる権限を与えた。政府はまた、2017 年度に 2億 4,100
万￡の成人社会的ケア支援交付金を発表した。 

2017 年、NHS と自治体がプールするベターケア基金を通じて提供される 2017 年度から
2019 年度の間の社会的ケアのため、さらに 20億￡を提供した。このお金は、以下の社会的
ケアパッケージに資金を提供することである。成人社会的ケアのニーズ、NHS の負担軽減、
退院する患者へのサポート、地域の社会的ケア提供者へのサポートなど。 
さらに、2018 年 2 月、地方財政レポート(イングランド)2018-19 年で、1 億 5,000 万ポンド
の成人ソーシャルケア支援交付金を発表した。 
The・Association・of・Directors・of・Adult・Social・Services’・(ADASS)（成人社会サービスディレ

クター協会）の 2023 年秋季調査報告書は、「他の行政サービス、特に子どもの社会的ケア
と住宅に対する必要性の高まり」の重要性を強調している。また、「自治体のあるサービス
分野に大きな圧力がかかると、多分野にわたってバランスの取れた予算を組むために削減を
余儀なくされる可能性がある」と付け加えた。成人の社会的ケアへの支出は、2022/23 の地
方自治体の純経常支出の 16.1% を占め、教育に次いで大きい部分を占めている。2010/11
年から 2022/23 年の間に、純経常支出総額は実質ベースで 20%減少しているが、同時期に、
地方自治体の成人の社会的ケアへの純支出は、144 億ポンドから 205 億ポンドへと 42%増
加した。これは、実質値で 9%の増加に相当する(2022/23 年の価格)。地方財政支出に占め
る成人の社会的ケアの割合は、2010/11 年の約 12%から 2022/23 年には 16%に増加した。 
これは、成人の社会的ケアへの支出が、地方自治体の全体的な歳出削減からある程度保護さ
れているといえる。それにもかかわらず、需要増を考慮すると、the Health Foundation は、
成人の社会的ケアサービスへの一人当たりの支出は、2010/11 年から 2018/19 年の間に実
質ベースで約 12%減少したと推定している。 
 
図 10 経常経費全体に占める自治体成人社会ケア イングランド 
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カウンシル税軽減制度の分権化
中央政府の補助金によって、貧困世帯向けのカウンシル税給付金（benefit）が給付されて

きた。しかし、政府は 2010 年支出見直しにおいて、この補助金の総額を１割削減するとと
もに、2013 年度より資金提供を除くこの制度の設置権限を地方自治体へ移譲し、同給付金
は 2012 年福祉改正法（Welfare・Reform・Act・2012）により廃止された。また、2012 年地方
財政法(Local・Government Finance・Act・2012)では、徴税を行う全ての自治体に対してカウ
ンシル税軽減プログラムを策定し、2013 年度からカウンシル税給付金をこれに置き換えた。
このカウンシル税軽減プログラムの内容は、それぞれの自治体が独自に決めることができる。 
その結果、2013 年 4月から、低所得納税者への支援は、政府補助による給付金ではなく、

自治体毎に設定される割引（discount）となった。そのため、自治体は、独自のスキームを
設計する必要があるが、年金受給者のスキームは国で設定され、カウンシル税給付金の形で
払い戻すことになるので、この場合、最も低所得の年金受給者は、カウンシル税を支払う必
要はない。この改革は、地方団体が集める税額を減らすこととなり、カウンシル税の課税ベ
ースを縮小する意味をもつ。 

ビジネスレイト保持制度 
2013 年度のビジネスレイト保持制度導入以降、当該地方団体内の税収の一部を自治体が

保持できるようになった。これにより、消防・救急のようなアドホック団体も含め、地方団
体が、地方サービスの提供によって生じるビジネスレイト収入増の半分を手にすることが認
められ、地方産業の成長から直接的に恩恵を受けることが可能となったとされる。一方、セ
ーフティネットの仕組みもあり、この税収が一定以上落ち込んだ場合に適用される。これは、
当該団体の需要に対し、あまりに増収が大きい自治体の収入が財源として充てられる。2017
年度には、ビジネスレイト収入の 100％を自治体保持にするというパイロット自治体をいく
つか設けたが、全国的改革には至っていない。 

おわりに 
人口約 110 万人のバーミンガム市が 2023 年９月、事実上の財政破綻宣言を行った。同市

の財政難は、約 5000 人の女性職員が男性との同一賃金を求めた 2010 年の判決に遡る。こ
の裁判では、教員補助やケータリング業務に従事する職員が、伝統的に男性が従事するごみ
収集員や道路清掃員に与えられるボーナスを受け取ってこなかったことが問題視され、職員
側が勝訴した。以来、バーミンガム市は該当する職員に対して約 11 億ポンドを支払ったが、
今も 6.5～7.6億ポンドの支払い義務が残り、これが毎月 500～1400 万ポンドずつ増えてい
る。（田中理「英バーミンガム市が財政破綻」第一生命経済研究所、2023 年 9 月 7日） 
予想される費用は行政サービスに関連するバーミンガム市の年間予算を上回り、同市は支

払い義務の履行が困難として、不要不急の歳出を停止することを決定した。 
11 年にわたって返済してきたにもかかわらず再び同じ事由で財政破綻となったのは、
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2012 年に抱えた差別的賃金の返済に加えて、インフレによるコスト増や国の補助金削減な
どがある。差別的賃金未払い問題が継続しているのは、他の欧州諸国よりいまだに大きい男
女賃金格差の問題があり、このことを労働組合が女性労働者をサポートし市に対して差別
的賃金支払いの提訴を行うよう支援してきたことがある。全国で差別的賃金に関する請求
は数十億ポンドに上るとの予測もある（Gardian, 2023.9.5）（Financial Times, 2023.9.14）。 
バーミンガム市が直面した男女同一賃金に関する巨額の支払い義務の発生は、同市固有の問
題だったが、他の地方自治体でも同様の訴えが提起される可能性もある。 

1988 年地方財政法は、地方自治体が歳出義務を履行するうえで十分な財政資金がないと
判断した場合、それを議会に通知することを求めている（114 条通達）。英国の地方自治体
に破綻法制の仕組みはないが、同通達の発行は事実上の財政破綻に相当する。通知後は直ち
に法定された支出以外は凍結され、議会は 21日以内に収支均衡した対応策を決めなければ
ならない。既存の歳出は履行されるが、通達を発行した地方自治体は、新たな歳出を承認す
ることが禁じられる。過去に 114 条通達を発行した自治体は、予算を見直し、歳出を大幅
に削減するとともに、カウンシル税を引き上げる。地方自治体には、社会的ケア、教育、ご
み収集、住宅サービス、道路の維持管理、図書館、公園などの公共サービスを住民に提供す
る法的義務があるが、このうちのどれが優先され、どれが削減されるか。地域住民の生活に
直結する行政サービスの歳出削減は難しい。地方自治体は、住民の高齢化による行政サービ
ス需要の高まりや、物価上昇に伴う行政サービスの提供費用の増加から、財政状況が悪化し
ている。増税の他、歳出削減、資産売却でしのぐことになる。 
 
その他資料 

国から地方への財政移転の変遷 
       
1966 レイト援助交付金（RSG） 3 要素型 財政移転の 80％くらいが一般交付金 
      住宅減税要素（Domestic Element） 
            財源要素（Resource Element） 
            需要要素（Needs Element） 
         
1980 RSG の 3 要素を２つに 包括交付金（Block Grant）と住宅減税交付金 
      包括交付金は財源と需要を組み合わせた財政調整 
支出水準が標準規模を超えると交付金減額 
（1986 GLC と６つのMetropolitan County Councils 廃止）  
 
 
1990 略語は同じ RSG＝歳入援助交付金（Revenue Support Grants） 
     標準支出見積り額（Standard Spending Assessment）と財源との乖離補填 
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     標準支出見積り額（Standard Spending Assessment）と財源との乖離補填 
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（1990 Community Charge＝Poll Tax 導入、非住宅レイトの国税化） 
（1993 Council Tax 導入） 
（2000 GLA 発足） 
 
2003 RSG公式の大幅改定（4 ブロックモデル） 
相対需要額(Relative Needs Amount) = 自治体毎のコスト差（A）+ 
（コストが最低レベル自治体からの乖離） 
相対財源額 (Relative Resource Amount)＝自治体毎の財源力の差（B）－ 
（１人当り CTが最低レベル自治体からの乖離） 
人口割配分額(Central Allocation Amount)（C）＋ 
              (RSG総額の一部を人口割で配分) 
伸び率保障(Floor Damping)（D）＋－０ 
 
            A－B＋C＋D 
 
2006 学校特定補助金（Dedicated School Grant）中心の財政移転となる 
   自治体を介して各学校（全額国庫負担）へ支給 （100 万ポンド） 
              
 年  RSG 事業レイト 特定補助金   
2004 26,964  15,004   14,090   
2005 26,663  18,004   14,785   
2006  3,378    17,506    41,470 （うち学校特定補助金は 26,604） 
2007  3,105  18,506    43,035 （うち 28,061） 
                  
財政調整制度が大幅減（ほとんど教育補助金を含む特定補助金に）のため、 
事業レイト（NNDR）を RSG の枠組みに入れ、財政調整の主な財源となる。 
2004 年から 2007 年をみると、RSGと学校特定補助金、合わせた金額はほぼ同じ。 
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表 5   地方自治体の財源 

 
出典：Local Government Financial Statistics, England, 2023. 
 
   表６  地方自治体のサービス支出    イングランド 

    
  出典： 表 5 に同 
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第１回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長） 議事概要

【日時】令和６年７月 日（金） ～

【場所】中央合同庁舎第２号館自治財政局第２会議室

及び によるオンライン会議

【出席者（学識委員）】

神野座長、池上委員、宇野委員、関口委員、半谷委員、星野委員、諸富委員

【議事次第】

１ 開会

２ 議題

「イギリス地方財政の動向」

「骨太 と地方財政」

３ 閉会

【議事概要】

１．「イギリス地方財政の動向」

（１）説明

発表資料に基づき、星野委員より説明。

（２）質疑応答

○ 公立学校の運営に係る財源確保について、 年の制度変更により、これまでの使

途を特定しない地方財政調整制度である歳入援助交付金（ 、

）によるものから、使途を特定した地方への補助金である学校特定補助金（

、 ）を中心としたものにシフトしたとのことだが、この政策の意図

とはどのようなものなのか。また、その具体的な配分方法はどうなっているのか。

→ 教育格差問題への対応として、成績があまり振るわない学校に追加的に配分するなど、

教育の構造改革という政策誘導的な観点から、特定の使途による補助金を中心とした

ものに転換したようである。具体的には、まずは国から各自治体に交付され、その後、

各自治体における検討委員会で定められた配分基準に応じて学校に配分を行い、学校
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に配分された予算は、教育当局の監督のもと、学校理事会の責任において運営される

ことになっている。

○ 地方税であるカウンシル税について、日本やアメリカ、カナダのような評価替えの仕

組みは存在しないということか。

→ レイトの時代から評価替えを行うということはほとんどしておらず、住宅の保有状況

や価格が変化した場合に、住民の方から申告する形で評価替えが行われる仕組みとな

っている。そもそも、カウンシル税は、住宅の資産価格のみをベースとした固定資産

税というわけではなく、世帯人員や所得状況に応じた配慮がなされるなど、実質的に

は住民税のようなものであり、所有者課税でなく占有者課税で、賃借人も納税者とな

っている。そのことからも、評価替えが積極的に行われているわけではないようであ

る。

○ 報告資料の ページの「カウンシル税軽減制度の分権化」について。内容としては、

それまで、貧困世帯への支援が、中央政府の補助金の給付により行われていたのが、

地方自治体におけるカウンシル税の独自の軽減措置に変わったとのことだが、カウン

シル税の税率を上げることにキャップがかかっている中で、財源確保の観点から、軽

減措置を選ばない団体が多いのか、それとも、これまでどおりの軽減を自治体独自で

実施した結果、課税ベースが縮小しているという状況となっているのか。

→ 税収の面で見ると、減少するというより、むしろ増加する傾向がみられている。軽減

しないという選択をしているのか、それとも、税率を上げることで対応しているのか

については、今後調査したい。

２．「骨太 と地方財政」

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。
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F.P.Roosevelt,
“Proceedings of National Conference of Social Work,” 1936

Social Insurance and Allied Services, Report by Sir William Beveridge
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第２回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長）

議事概要

【日時】令和６年９月 日（水） ～

【場所】中央合同庁舎第２号館自治財政局第２会議室

及び によるオンライン会議

【出席者（学識委員）】

神野座長、青木委員、井手委員、宇野委員、佐藤委員、関口委員、沼尾委員、

古市委員、星野委員、諸富委員

【議事次第】

１ 開会

２ 議題

「ファシズムの可能性について考える～ 年代前半と現代の財政運営を

念頭に」

「令和６年度普通交付税の算定結果等」

「令和７年度の地方財政の課題」

３ 閉会

【議事概要】

１．「ファシズムの可能性について考える～ 年代前半と現代の財政運営

を念頭に」

（１）説明

発表資料に基づき、井手委員より説明。

（２）質疑応答

○ 今回テーマとしている「ファシズムの可能性」ということについて、第一

次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にみられた権威主義の問題を念頭に

置いているのか。

→ お見込みのとおり、そうした権威主義の究極形がファシズムであると認識
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【場所】中央合同庁舎第２号館自治財政局第２会議室

及び によるオンライン会議

【出席者（学識委員）】

神野座長、青木委員、井手委員、宇野委員、佐藤委員、関口委員、沼尾委員、

古市委員、星野委員、諸富委員

【議事次第】

１ 開会

２ 議題

「ファシズムの可能性について考える～ 年代前半と現代の財政運営を

念頭に」

「令和６年度普通交付税の算定結果等」

「令和７年度の地方財政の課題」

３ 閉会

【議事概要】

１．「ファシズムの可能性について考える～ 年代前半と現代の財政運営

を念頭に」

（１）説明

発表資料に基づき、井手委員より説明。

（２）質疑応答

○ 今回テーマとしている「ファシズムの可能性」ということについて、第一

次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にみられた権威主義の問題を念頭に

置いているのか。

→ お見込みのとおり、そうした権威主義の究極形がファシズムであると認識

している。もっとも、ファシズムの定義には複雑な議論があり、例えばス

ターリニズムのような社会主義とファシズムとを総体として全体主義と定

義することもできるため、権威主義とファシズムは全く同一のものという

ことにはならないのだが、重なり合う概念だと理解している。

○ 金融資本主義の台頭の観点からファシズムを分析したものとして、ポラン

ニーによる議論がある。その中では、第一次世界大戦後、市場が社会から

離床する現象が強まり、それに対し、市場を社会に埋め込む運動の一つの

形態としてファシズムが出現し、その他にもニューディール型の資本主義

やソ連型の社会主義が登場したとされているが、現在も同様の現象がみら

れているということか。

→ 現在の状況は、金融資本主義というよりは、グローバリゼーションによる

ものだと考えているが、経済のグローバル化・サプライチェーン化の進展

が、中間層の没落を招いており、それがもたらす社会変動の一形態として

ファシズム的な状況が散見されているという意味では、ポランニーの議論

のような現象が生じていると考えている。

○ ヨーロッパの極右勢力が、排外主義的な施策を志向しつつ、自国民に対し

ては、（左派の）社会民主主義政党に近いスタンスをとることもある一方

で、日本のそうした勢力には、嫌韓・嫌中といった排他的な思想に加え、

生活保護へのバッシングといった対内的なイデオロギーもあるように見受

けられるが、こうした相違が生じるのはなぜなのか。

→ ヨーロッパの極右勢力は、一言で言えば、国民国家や福祉国家が機能して

いた時代へのノスタルジーであり、自国利益を優先することを志向しては

いるものの、積極的に他の人種を攻撃している訳ではないと思われる。一

方、日本でみられているのは、そのようなノスタルジーに基づくものでは

なく（そもそも正しい意味での福祉国家が成立していない）、民族主義と

しての嫌韓・嫌中意識であり、次元が異なっているということではないか。

○ 資料の ページについて、紹介されている調査結果は、列挙されている
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事項について、政府の責任でやるべきことだと考えるか、それとも自己責

任だと考えるかということを、３０数カ国で調査したアンケート結果にな

るのか。

→ そのとおりである。この結果からもわかるように、日本はこうした生活困

窮者や社会的弱者への支援について、自己責任であるとする考え方をする

人の割合があまりにも多すぎるのではないか。財政の面からしても、格差

是正への意欲が見受けられず、いわば「分断社会」とも言える状況である

と考えている。

２．「令和６年度普通交付税の算定結果等」

「令和７年度の地方財政の課題」

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。
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年 月 日（ 年 月 日 一部修正）

地方分権に関する基本問題についての調査研究会

カナダの住宅政策と財政

立教大学 池上 岳彦

ikegami@rikkyo.ac.jp 

１．住宅をめぐる状況

（１）世帯数［表１］

○人口増に合わせて，単独世帯・核家族世帯とも増大。日本は人口減，｢夫婦と子｣世帯減。

表１ カナダの世帯数と人口 （単位： 世帯， 人）

年
総数
①

単独
世帯

核家族
世帯

うち その他
の世帯

参考
人口 ②

② ①
夫婦と子 夫婦のみ 一人親と子

変化
％

［参考］日本

年
総数
①

単独
世帯

核家族
世帯

うち その他
の世帯

参考
人口 ②

② ①
夫婦と子 夫婦のみ 一人親と子

変化
％

注： 両国とも国勢調査（Census）による。なお，最新の人口は，カナダ 千人（ 年 月 日
の推計値），日本 千人（ 年 月 日の確定値）。

資料：国立社会保障･人口問題研究所『人口統計資料集』 年版･ 年版，表 表 。
Statistics Canada, Census of Population, 2011 & 2021. 

（２）住宅投資の状況［図１］

○コロナショックの反動で住宅投資額が増えたのはインフレの影響大。実質的には減少・停滞傾向。

資料：Statistics Canada,“Investment in Building Construction.”（Table 34-10-0286-01） 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3410028601［ 年 月 日アクセス］ 

百万カナダドル 図１ カナダの住宅投資額の推移［季節調整済］

金額

実質額

年･月
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（３）住居コストの上昇

Ａ 住宅価格の上昇［図２］

○ 年後半から上昇。 年から 年前半まで急上昇。 家屋は２割上昇，土地は１割上昇

注： 「土地」の価格指数は，原資料では“use with caution” 注意して使うこと と記されている。
資料：Statistics Canada,“New Housing Price Index, monthly.”（Table 18-10-0205-01） 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1810020501 ［ 年 月 日アクセス］ 

Ｂ 住居費用の増大

注： 「住居」（shelter）費用の消費におけるウェイト（ 年）は ％である。その内訳は，
家賃 ％，住宅ローン利子 ％，持家減価 ％，その他（租税公課，住宅関連保険
料，維持修繕費など）（Lehto 2023; 2024）

資料：Statistics Canada,“Consumer Price Index, monthly, not seasonally adjusted.”（Table 18-10-0004-01） 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1810000401［ 年 月 日アクセス］ 

図３ カナダの消費者物価指数の変化率［対前年同月比］

年･月

全体

うち住居

％

図２ カナダの新築住宅価格指数の推移［ 年 月＝ ］

家屋

土地

年･月

住宅
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資料：Statistics Canada,“Consumer Price Index, monthly, not seasonally adjusted.”（Table 18-10-0004-01） 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1810000401［ 年 月 日アクセス］ 

図３ カナダの消費者物価指数の変化率［対前年同月比］

年･月

全体

うち住居

％

図２ カナダの新築住宅価格指数の推移［ 年 月＝ ］

家屋

土地

年･月

住宅

○カナダの消費者物価上昇率（対前年同月比。図３）

・ 年以来， ～ ％台で安定

・コロナ勃発後の 年 ～ 月はマイナスを記録。その後も 月までは ％台。

・ 年 月から急上昇し， 年 月には上昇率が ％（とくにエネルギー，運賃，

食料品，住居関連（建築費，住宅ローン利子，家賃）の値上がりが顕著）

・ 年後半から物価下落。年上昇率は 年には２％台へ低下し， 月は ％へ。

←金融引締め（コロナ対策で引き下げた政策金利を 年春から引き上げて ％へ。 ［図４］

注： 両国とも，政策金利は無担保コールレート（翌日物）。
資料： カナダ Bank of Canada Website, “Press Releases”により作成。 

https://www.bankofcanada.ca/press/press-releases/ 年 月 日アクセス  
アメリカ Board of Governors of the Federal Reserve System, Selected Interest Rates - H.15, 

“Effective Federal Funds Rate.” 
https://www.federalreserve.gov/releases/h15/ 年 月 日アクセス

○物価上昇の原因（Bank of Canada, Monetary Policy Report［ 年 月 月 月 月］） 

＊供給面：①石油・天然ガスの供給不足，②コロナ禍における港をはじめとするサプライ

チェーンのボトルネックによる農産物，鋼材，木材などの輸送力不足とそれに

よる耐久消費財，食料品，住宅修繕・建設資材の供給力不足，③労働力不足に

よる賃金上昇及び設備稼働率低下，④干ばつなどによる農業生産への打撃，⑤

ロシアのウクライナ侵攻による食料・燃料価格上昇など。

＊需要面：①コロナによる活動制限の解除及び貯蓄された資金の消費への転換による経済

活動活発化，とくに交通機関，旅行，外食・接客，耐久消費財，住宅建設・賃

貸などの需要回復，②アメリカの経済の景気回復による需要増大。

図４ アメリカとカナダの政策金利％

年･月

カナダ

アメリカ
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（Ｃ）金利引き上げの影響

○不動産価格の抑制（住居［shelter］費用の上昇率は４％台に下がった）

＊しかし，物価全体の動きに反して，住居費用の上昇率は６％に高まった。［図３］

＊また，新築住宅価格指数も，家屋・土地とも下落は見られない。［図２］

＊原因 ポスト･コロナの住宅需要拡大（経済活動回復），建築資材の供給回復の遅れ

住宅取得支援措置（長期低利融資・補助，租税支出など［後述］）による需

要拡大

○住宅ローンを組めない国民が増えている。

＊住宅価格の高騰［図２参照］

・とくに 年 月の住宅価格を とすると， 年 月は，

カナダ全体 （うち 大西洋沿岸州 ，ケベック州 ，オンタリオ州

平原州 ，ブリティッシュコロンビア州 ）

＊金利引上げにより， 年春以降，住宅ローン金利上昇（年利３％台から６％台へ）

○消費者物価上昇率（対前年同月比）は， 年 月は ％であったが，住居費用は ％

であった。

○カナダ銀行は，インフレ抑制の効果は十分だとして， ％だった政策金利の引下げを

年 月 日に開始し， 月 日からは ％である。

＊この利下げは変動金利型住宅ローンを組みやすくするが，不動産価格・住居費用への影

響は不明。
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住宅取得支援措置（長期低利融資・補助，租税支出など［後述］）による需

要拡大

○住宅ローンを組めない国民が増えている。

＊住宅価格の高騰［図２参照］

・とくに 年 月の住宅価格を とすると， 年 月は，

カナダ全体 （うち 大西洋沿岸州 ，ケベック州 ，オンタリオ州

平原州 ，ブリティッシュコロンビア州 ）

＊金利引上げにより， 年春以降，住宅ローン金利上昇（年利３％台から６％台へ）

○消費者物価上昇率（対前年同月比）は， 年 月は ％であったが，住居費用は ％

であった。

○カナダ銀行は，インフレ抑制の効果は十分だとして， ％だった政策金利の引下げを

年 月 日に開始し， 月 日からは ％である。

＊この利下げは変動金利型住宅ローンを組みやすくするが，不動産価格・住居費用への影

響は不明。

２．住宅政策の体系と政府間機能配分 ― 近年の状況

（１）財政支出の状況［表２］

○財政支出面で住宅政策を主に担うのは州・準州／地方政府。

・住宅開発（Housing Development）は，建築基準設定，スラム地区再開発，住宅用地取得，

住宅建築･購入，情報・統計作成，住宅増改築・保全の補助・融資，関連行政事務など。

・社会保護としての住宅コストに係る家計補助（現金給付・現物給付）が大規模。

・人口１人当たり額は，北方の３準州と低所得者向け住宅を重視した BC 州が多額。

表２ カナダ一般政府の財政支出［ 年（見込額）］ （単位：百万カナダドル）

一般公共

サービス
防衛

秩序･

安全
経済

環境

保護

住宅・
地域アメ
ニティ

うち

住宅開発

地域開発

Ａ

水道

供給

カナダ ①

うち 州・準州／地方政府 純計 ②

ニューファンドランド･ラブラドル州

プリンスエドワードアイランド州

ノヴァスコシア州

ニューブランズウィック州

ケベック州

オンタリオ州

マニトバ州

サスカチュワン州

アルバータ州

ブリティッシュコロンビア州

ユーコン準州

ノースウェスト準州

ヌナヴト準州

州･準州／地方政府の割合 ② ① ％

つづき         

保健
娯楽･
文化･
宗教

教育
社会
保護

うち
住宅
Ｂ

総額

人口 人当たり額
カナダドル

参考

人口
千人総額

住宅
Ａ Ｂ

カナダ ①

うち 州・準州／地方政府 純計 ②

ニューファンドランド･ラブラドル州

プリンスエドワードアイランド州

ノヴァスコシア州

ニューブランズウィック州

ケベック州

オンタリオ州

マニトバ州

サスカチュワン州

アルバータ州

ブリティッシュコロンビア州

ユーコン準州

ノースウェスト準州

ヌナヴト準州

州･準州／地方政府の割合 ② ① ％

資料：Statistics Canada, “Canadian Classification of Functions of Government (CCOFOG), by consolidated government component.” 
（Table: 10-10-0005-01） 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1010000501 年 月 日アクセス
Statistics Canada, “Population Estimates, quarterly.” （Table: 17-10-0009-01） 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 年 月 日アクセス
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（２）住宅政策における政府間機能配分（Treff and Ort 2012: pp.14:6-14:11 参照）

表３ 住宅政策における政府間機能配分

連邦 州・準州 地方
連邦税制
金融規制（住宅ローン等）
国家的建築基準
移民受入れ計画
資金提供･定率補助（共同住宅
ホームレス向け支援等）

連邦所有地の管理・売却
統計・調査（住宅需要等）

州・準州税制
金融監督・消費者保護
州・準州の建築基準
家主・借家人の権利と義務
（家賃規制等）

計画・開発
共同住宅の建築・供給
州･準州所有地の管理・売却

不動産税
州・準州に委ねられた事務

例 用途別区画（zoning）
開発許可・費用徴収
条例 住居の規格･修理等）
共同住宅の建築・供給
施策の提供・実施（ホーム
レス向け支援等）

政府間連携・共同事務
例 共同住宅（←連邦／州･準州／地方），先住民住宅（←連邦／州･準州／先住民自治体）

資料：Housing, Infrastructure and Communities Canada, Solving the Housing Crisis: Canada’s Housing Plan (April 12, 2024) p.25. 

（３）連邦と州・準州の協議（Federal, Provincial and Territorial Forum on Housing） 

○2017 年，連邦Ｊ.トルドー政権（自由党［Liberal Party of Canada］）→“National Housing Strategy” 

・住宅新築･増改築への長期･低利融資と補助（Affordable Housing Fund, etc.） 
・州・準州が主導するプログラムへの拠出 

    ・その他（低家賃･低所得者向け住宅支援，ホームレス減少，市町村への補助金など） 

○2018 年，“Housing Partnership Framework (Partnership)”→ 連邦と全州・準州の方針表明 

○Bilateral Agreements → 連邦とそれぞれの州・準州の個別協定 

・Canada-XXXX 州名  Housing Benefit（家賃補助・住宅手当） 
・Canada Community Housing Initiative（低家賃･低所得者向け住宅への支援） 
・Provincial/Territorial Priority Funding（州・準州の重点施策への支援） 

（４）連邦

○Housing, Infrastructure and Communities Canada（住宅・インフラ・コミュニティ省） 

○Canada Mortgage and Housing Corporation［CMHC（Crown Corporation＝連邦営企業）］（CMHC 

2023; 2024） 

・1946 年設立。当初の目的は復員兵士向け住宅供給。その後，一般的住宅供給へ転換。 
・住宅新増改築業者を通じた長期･低利融資，ローン保険，補助金（Affordable Housing Fund, etc.） 
・ただし，住宅ローン金利はコロナ対策で３％台前半だったが， 年 月から急上昇

して， 年 月から 年 月まで６％台。（その後やや下がり， 年 月は ％）

○Federal Housing Advocate：人権保障の視点から，全国民の住宅確保へ向けて提言する機関

○｢租税支出｣（Tax Expenditure）［ 年現在］ Department of Finance Canada 2024b

＊個人所得税

・１件目の住宅を購入する場合の税額控除（ ドル）

・主たる住居（principal residence）を売却した場合のキャピタルゲイン非課税

・１件目の住宅を購入するための貯蓄に対する非課税措置（Tax-Free “First Home Saving 
Account”［FHSA］を開設すると，①年間 ドルまで，生涯通算 4 万ドルまで，拠

出額を課税所得から控除できる。②FHSA の運用による利益に所得税は賦課されない。

③国内で１件目の住宅を購入するために取り崩すときも課税されない。）［ 年導入］
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（２）住宅政策における政府間機能配分（Treff and Ort 2012: pp.14:6-14:11 参照）

表３ 住宅政策における政府間機能配分

連邦 州・準州 地方
連邦税制
金融規制（住宅ローン等）
国家的建築基準
移民受入れ計画
資金提供･定率補助（共同住宅
ホームレス向け支援等）

連邦所有地の管理・売却
統計・調査（住宅需要等）

州・準州税制
金融監督・消費者保護
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家主・借家人の権利と義務
（家賃規制等）

計画・開発
共同住宅の建築・供給
州･準州所有地の管理・売却

不動産税
州・準州に委ねられた事務
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条例 住居の規格･修理等）
共同住宅の建築・供給
施策の提供・実施（ホーム
レス向け支援等）

政府間連携・共同事務
例 共同住宅（←連邦／州･準州／地方），先住民住宅（←連邦／州･準州／先住民自治体）

資料：Housing, Infrastructure and Communities Canada, Solving the Housing Crisis: Canada’s Housing Plan (April 12, 2024) p.25. 

（３）連邦と州・準州の協議（Federal, Provincial and Territorial Forum on Housing） 

○2017 年，連邦Ｊ.トルドー政権（自由党［Liberal Party of Canada］）→“National Housing Strategy” 

・住宅新築･増改築への長期･低利融資と補助（Affordable Housing Fund, etc.） 
・州・準州が主導するプログラムへの拠出 

    ・その他（低家賃･低所得者向け住宅支援，ホームレス減少，市町村への補助金など） 

○2018 年，“Housing Partnership Framework (Partnership)”→ 連邦と全州・準州の方針表明 

○Bilateral Agreements → 連邦とそれぞれの州・準州の個別協定 

・Canada-XXXX 州名  Housing Benefit（家賃補助・住宅手当） 
・Canada Community Housing Initiative（低家賃･低所得者向け住宅への支援） 
・Provincial/Territorial Priority Funding（州・準州の重点施策への支援） 

（４）連邦

○Housing, Infrastructure and Communities Canada（住宅・インフラ・コミュニティ省） 

○Canada Mortgage and Housing Corporation［CMHC（Crown Corporation＝連邦営企業）］（CMHC 

2023; 2024） 

・1946 年設立。当初の目的は復員兵士向け住宅供給。その後，一般的住宅供給へ転換。 
・住宅新増改築業者を通じた長期･低利融資，ローン保険，補助金（Affordable Housing Fund, etc.） 
・ただし，住宅ローン金利はコロナ対策で３％台前半だったが， 年 月から急上昇

して， 年 月から 年 月まで６％台。（その後やや下がり， 年 月は ％）

○Federal Housing Advocate：人権保障の視点から，全国民の住宅確保へ向けて提言する機関

○｢租税支出｣（Tax Expenditure）［ 年現在］ Department of Finance Canada 2024b

＊個人所得税

・１件目の住宅を購入する場合の税額控除（ ドル）

・主たる住居（principal residence）を売却した場合のキャピタルゲイン非課税

・１件目の住宅を購入するための貯蓄に対する非課税措置（Tax-Free “First Home Saving 
Account”［FHSA］を開設すると，①年間 ドルまで，生涯通算 4 万ドルまで，拠

出額を課税所得から控除できる。②FHSA の運用による利益に所得税は賦課されない。

③国内で１件目の住宅を購入するために取り崩すときも課税されない。）［ 年導入］

＊財・サービス税（Goods and Services Tax［GST］）＝ 消費型附加価値税

・中古住宅・個人用不動産（空地など）売却に対する GST 非課税

・主たる住居の新築費に対する GST 還付（住宅価格 万カナダドル 以下ドル 未満で

あれば ％［上限 ドル］。住宅価格が 万ドル以上になると逓減し， 万ド

ル以上の場合は還付額ゼロ。）

・新築賃貸専用住宅に対する GST の定率還付（最初の賃借人が最低１年以上，主たる

住居にすると想定される場合に限る。住宅価格 万ドル未満であれば ％［上限

ドル］。 万ドル以上の場合逓減し， 万ドル以上になると還付額ゼロ。）

・上記の新築賃貸専用住宅に対する GST 還付率の ％から ％への引上げ 時限付き

年 月から 年末までに建築開始

・家賃（１か月以上の賃貸契約によるもの）に対する GST 非課税

・低額（１泊 ドル以下）の短期宿泊費に対する GST 非課税

（５）州・準州／地方

→ 租税支出，住宅建築関連インフラ整備，家賃規制，建築補助・低利融資，家賃補助・

住宅手当，住宅供給など［連邦との協定に基づいて CMHC と連携する事務もある。］

（例）オンタリオ州の場合 （Government of Ontario 2024）

  ○Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing 

＊Ontario Housing Affordability Task Force（2022）の提言に基づいて施策充実 
→ 住宅密度上昇，市町村の住宅建築規制緩和と手続き簡素化，住宅建築促進への支援 

○租税支出（減税措置）

（例）・市町村住宅計画による施設への不動産税非課税

・中低所得高齢者への不動産税軽減

・新築住宅に対する州附加価値税の還付

○住宅建築関連インフラ整備

＊州から地方への資金援助

・Building Faster Fund（州の住宅増大目標に貢献した度合に応じて，住宅インフラ整備支援）

・Housing-Enabling Water Systems Fund（上下水道投資補助） 
・Ontario Community Infrastructure Fund（小規模・北方・農村部の市町村インフラ整備支援） 

＊連邦（CMHC）から地方への資金援助 

・Housing Accelerator Fund（住宅関連インフラ投資補助） 

○家賃上昇率規制（Rent Increase Guideline）→ 年 ％を上限とする

○中低所得者向け施策 ＝「手頃な住宅」（Affordable Housing［住居費用が世帯所得 税引前

の ％以下であること］）が目標

＊建築補助・低利融資 CMHC と連携

＊家賃補助・住宅手当

・Canada-Ontario Housing Benefit（＝地域家賃相場－世帯所得の ％） CMHC と連携  
（社会扶助受給者への給付は「実際の家賃－住宅扶助額」［上限あり］） 

・Rent Assistance／Housing Allowances（州・地方の独自プログラム）

＊住宅供給（Social Housing, Community Housing）→ 公営住宅，非営利型住宅，住宅生協

（例）City of Toronto → Toronto Community Housing Corporation（City of Toronto 2019） 
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３．住宅政策の焦点

（１）住宅関連インフラ・住宅供給・住居費用をめぐる重点施策

◎住宅政策は，連邦と州･準州（市町村を含む）が展開。具体的施策は州･準州主導。

○住宅関連インフラ

＊住宅用地（公有地など），交通機関とのアクセス，道路，上下水道

○住宅取得促進・賃貸住宅提供（中低所得者向け）

＊連邦は CMHC を通じて「手頃な住宅」建築の長期・低利融資を拡大

＊公営住宅，非営利型住宅，住宅生協

○住居費用軽減

＊家賃補助・住宅手当（中低所得者向け）

＊租税支出＝減税措置（附加価値税，個人所得税，不動産税など）

（２）連邦レベルの政策対立

○自由党政権

＊Solving the Housing Crisis: Canada’s Housing Plan［2024 年 4 月 12 日発表］ 

（Housing, Infrastructure and Communities Canada 2024）

・住宅建築の増大（建築業者に対する支援，地域との連携，建築の技術革新，労働

者訓練）

・住宅取得・賃借の支援（借家人保護，１件目の住宅取得支援，持家住人支援，住

宅ストック保護）

・｢手頃な住宅｣を持てない人への支援（「手頃な住宅」の供給増大，ホームレス･ゼ

ロ化）

＊Budget 2024［2024 年 4 月 16 日発表］（Department of Finance Canada 2024c）

→ Chapter 1: More Affordable Homes ― Solving the Housing Crisis 

・住宅建築の増大（公有地の宅地化，空地への課税，アパート建築促進･家賃引下

げ，州･準州との連携，地方政府への住宅関連インフラ投資補助増大［交通機

関を含む］，建築技術革新・データ整備，単身者・学生向け住宅増大，建築労

働者育成，国外建築企業への資格付与，労働者移動促進など） 

・住宅取得・賃借の支援（移民・留学生の調整，家賃支払い関連減税，借家人の

権利保護， 件目の住宅取得支援［住宅ローン条件改善等］，外国在住者･企

業の住宅取得禁止，短期賃貸･不動産詐欺の取締り，洪水保険奨励，住宅金融

規制等） 

・｢手頃な住宅｣を持てない人への支援（Affordable Housing Fund の拡充，｢手頃な

住宅｣の増大，「手頃な非営利・生協住宅」の確保，賃借人･持家住人の燃料費

軽減，ホームレス対策，先住民地域の住宅建築，難民申請者の住宅確保） 
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軽減，ホームレス対策，先住民地域の住宅建築，難民申請者の住宅確保） 

○保守党（Conservative Party of Canada. 野党第一党）（Conservative Party of Canada 2023a; 2023b; 2023c）

→ “Building Homes Not Bureaucracy Act”（ 年 月 日提案。廃案）

・都市に住宅を毎年 ％ずつ増大させることを義務づける。（関連補助金につき，

目標を超えれば超過率に応じて増額，未達成であれば不足率に応じて減額。）

・駅周辺の住宅密度向上目標を達成できない都市への交通・インフラ補助金停止。

・連邦政府が所有する土地・建物の ％を売却して｢手頃な住宅｣に転用する。

・新規賃貸住宅の家賃について，市場価格を下回る場合に GST を課さない。

・CMHC への新規住宅建築許可申請に対する決定を 日以内に行う。

［地方政府への目標提示とインセンティブ（ペナルティを伴う）及び 規制緩和］

（３）州レベルの政策対立

（例）ブリティッシュコロンビア州 British Columbia［B.C.］ 総選挙（ 年 月 日投票）にお

ける有力２政党の住宅関連選挙公約（B.C. NDP 2024; Rustad 2024; Culbert et al. 2024; Hunter 2024）

○新民主党（B.C. New Democratic Party［NDP］）＝ 選挙前の与党。社会民主主義政党。

→ 家購入代金の一部支払繰延べ，不動産早期転売益税の増税，駅周辺の住宅密度上昇

容認，公有地への住宅建築，賃貸住宅建築促進，非営利賃貸住宅への土地提供，建

築業育成，建築労働者訓練，賃貸住宅のペット容認など

○保守党（Conservative Party of B.C.）＝ 保守勢力を結集して党勢拡大中。

→ 規制緩和，建築許可手続き期間短縮，家賃・ローン返済向け所得減税，不動産税軽

減，住宅保険料引下げ促進，都市インフラ再生基金

○選挙結果（総議席 ）：新民主党 議席 得票率 ％ ，保守党 議席 同 ％ ，

緑の党 議席 同 ％ 。

・新民主党は過半数を確保して政権を維持したが，前回総選挙 年 月 日 の

議席 得票率 ％ より議席が減少した。住宅危機は都市部で深刻であり，都市

部を主な地盤とする新民主党にとって厳しい状況だったといえる。

（４）移民受入れ抑制につながるのか

○連邦の自由党政権は，年間 万人の永住移民受入れ政策を推進してきた（池上 ）。

・その構成は，経済移民 万人，家族 万人，難民･人道的受入れ 万人

・州・準州（保守党政権を含む）は，労働力不足のなかで，連邦と協調してきた。

○しかし，住宅不足対策として，移民・外国人の受入れ・活動を抑制する政策が始まった。

① 年 月，カナダに入国する留学生ビザの発行に上限を設定した Walsh and Woolf 

2024; Woolf 2024 。

・留学生ビザ保有者は ＜ 年 万人⇒ 年 万人⇒ 年 万人＞。

（うちオンタリオ州 万人，ブリティッシュコロンビア州 万人，ケベック州 万人）

・留学生ビザ保有者のうち，大学基準認証を受けた高等教育機関の在籍者は約 分の 。

・それに対して，留学生からの授業料が増えなくなる高等教育機関は反発した。
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② 年 月，外国企業もしくはカナダの市民権も永住権も持たない者の国内 人口 万

人以上の市町村）における住宅・空地購入禁止措置（Prohibition on the Purchase of Residential 
Property by Non-Canadians Act 年 月 日～ 年 月 日）を２年間延長した。

（Department of Finance Canada 2024a; Anderssen and Hager 2024） 

・措置延長の理由は，家庭のための住宅確保と投機防止。

・しかし，国内オーナー重視が｢手頃な住宅｣ 低家賃 を保証するわけではない。

③ 年 月，短期滞在外国人労働者の最低賃金を「各州の中位時給」から「各州の

中位時給の 倍」に引き上げて，カナダ市民権・永住権保有者の雇用を増やす計画

（Baxter 2024）。

（例）オンタリオ州の場合，時給は｢ ドル 約 円 ⇒ ドル 約 円 ｣

④移民受け入れ目標を引き下げる動きが始まった。→ 永住移民受入れは年間 万人台へ

表４ 移民受入れ計画の変更（ 年 月 日）

○永住移民 → 年度の受入れ予定を 万人から 万人に削減する。

年度
変更前の計画

年度
年度 年度

変更前 変更後

経済移民

家族

難民・人道

合 計

○非永住移民（＝入国者－出国者）→ 年度から２年間で 万人程度減少させる。

年度 見込 年度 年度 年度

全 体
資料：Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 2024 Annual Report to Parliament on Immigration, 

 Catalogue No. Ci1E-PDF, October 24, 2024 により作成。

＊世論調査では，「移民受け入れが過大」とする意見が強まっている

・Environics Institute for Survey Research の調査

「移民受け入れが過大」と回答した人の割合は， 年 ％⇒ 年 ％⇒ 年 ％

＊しかし，移民の増大は，住宅危機の｢原因｣ではなく，労働力不足の｢結果｣という面が

大きい。むしろ課題は移民の住宅確保である Rapley 2023; 2024 。
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第３回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長）

議事概要

【日時】令和６年 月 日（金） ～

【場所】中央合同庁舎第２号館自治財政局第２会議室

及び によるオンライン会議

【出席者（学識委員）】

神野座長、池上委員、宇野委員、佐藤委員、関口委員、沼尾委員、古市委員、

星野委員、諸富委員

【議事次第】

１ 開会

２ 議題

「カナダの住宅政策と財政」

「令和５年度普通会計決算の状況等」

３ 閉会

【議事概要】

１．「カナダの住宅政策と財政」

（１）説明

発表資料に基づき、池上委員より説明。

（２）質疑応答

〇 住宅政策に対する政党間のスタンスの相違について。イギリスでは、保守

党が持家政策、労働党が公営住宅の充実を推進しているという違いがある

が、カナダにおける保守党と自由党のスタンスはどのようなものか。

→ 持家か賃貸かという二分法での議論というよりは、まず、持家・賃貸とも、

民間が提供する住宅の供給の推進については、どの政党も重視していると

いえる。その上で、保守党は、規制緩和や減税といった政策手段によるア

プローチを重視している一方、自由党や新民主党は、住宅建築のための補
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助金やインフラの整備といった施策を重視しているという相違がある。

〇 研究の問題意識として、カナダにおける昨今の住宅問題は、環境の変化に

よって急遽起きた危機と捉えているのか、それとも中長期的な住宅政策の

影響があるものと考えているのか。

→ 研究の動機としては、移民問題についての研究を進めていく中で、住宅政

策が移民の受け入れと密接に結びついている点に関心がある。すなわち、

新型コロナウイルス禍以降、物価の高騰に国民が苦しむ中で、住宅価格の

上昇と住宅不足が移民の受け入れが過大であるためとする声が大きくなっ

ていることから、これまで政治的に支持されていた移民受け入れの推進が

急速に支持を失っている状況にあり、移民政策において大きな転換が起き

ている。

また、あまり研究がなされていないようであるカナダの住宅政策について、

なぜこれまでは大きな問題になってこなかったのかということも含め、過

去に遡って研究する価値があるとも考えている。

○ 資料６ページにおいて、 という連邦の機関が

あるとの説明があったが、当該機関は、住宅政策の過程でどのような役割

を果たしているのか。

→ 「人権保障の観点」という資料の説明にもあるとおり、カナダ連邦政府は

これまで「ヒューマンライツ」をキーワードの一つに掲げた住宅政策を推

進してきており、その観点から、住宅に関わる企業のみならず、ホームレ

スを支援している団体や、マイノリティ、住宅政策の研究者など、多様な

ステークホルダーが集まって意見を出すアドボカシーの場であると理解し

ている。

〇 資料９ページにおいて、非カナダ人、あるいは非カナダ企業による住宅・

空き地購入禁止措置についての説明があり、かなりドラスティックな政策

のように思われるが、これはカナダならではの政策ということになるのか。

→ 諸外国に例が見られない訳ではないと思うが、抑制的に２年間限りの措置
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助金やインフラの整備といった施策を重視しているという相違がある。

〇 研究の問題意識として、カナダにおける昨今の住宅問題は、環境の変化に

よって急遽起きた危機と捉えているのか、それとも中長期的な住宅政策の

影響があるものと考えているのか。

→ 研究の動機としては、移民問題についての研究を進めていく中で、住宅政

策が移民の受け入れと密接に結びついている点に関心がある。すなわち、

新型コロナウイルス禍以降、物価の高騰に国民が苦しむ中で、住宅価格の

上昇と住宅不足が移民の受け入れが過大であるためとする声が大きくなっ

ていることから、これまで政治的に支持されていた移民受け入れの推進が

急速に支持を失っている状況にあり、移民政策において大きな転換が起き

ている。

また、あまり研究がなされていないようであるカナダの住宅政策について、

なぜこれまでは大きな問題になってこなかったのかということも含め、過

去に遡って研究する価値があるとも考えている。

○ 資料６ページにおいて、 という連邦の機関が

あるとの説明があったが、当該機関は、住宅政策の過程でどのような役割

を果たしているのか。

→ 「人権保障の観点」という資料の説明にもあるとおり、カナダ連邦政府は

これまで「ヒューマンライツ」をキーワードの一つに掲げた住宅政策を推

進してきており、その観点から、住宅に関わる企業のみならず、ホームレ

スを支援している団体や、マイノリティ、住宅政策の研究者など、多様な

ステークホルダーが集まって意見を出すアドボカシーの場であると理解し

ている。

〇 資料９ページにおいて、非カナダ人、あるいは非カナダ企業による住宅・

空き地購入禁止措置についての説明があり、かなりドラスティックな政策

のように思われるが、これはカナダならではの政策ということになるのか。

→ 諸外国に例が見られない訳ではないと思うが、抑制的に２年間限りの措置

として立法されたところ、その期限を迎える早々に２年間延長するとした

ことは、驚きを持って受け止められたようである。

２．「令和５年度普通会計決算の状況等」

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。
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令和６年７月２３日

令和６年度 普通交付税の算定結果等

総務省は、７月２３日に各地方公共団体に対する普通交付税の

交付額等を決定し、同日、「令和６年度普通交付税大綱」について

閣議報告しました。

○令和６年度 普通交付税大綱…………………………… 別紙

○令和６年度 普通交付税の決定について …………… １

○令和６年度 普通交付税算定のポイント ……………… ２

○令和６年度 不交付団体の状況 ……………………… ５

○令和６年度 臨時財政対策債発行可能額について … ７

○令和６年度 地方特例交付金の決定について ……… ９

・ こども子育て費の創設

・ 給与改定及び会計年度任用職員への勤勉手当支給に係る対応

・ 物価高への対応

・ 能登半島地震の影響を踏まえた特例

・ 定額減税に伴う地方特例交付金の創設

・ 基準財政収入額の増加
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令和６年度 普通交付税の決定について

決 定 額

区 分 令和６年度 令和５年度 伸 率

道府県分 ９２，３２５ ９２，０８９ ０．３

市町村分 ８３，１４５ ８０，５０６ ３．３

合 計 １７５，４７０ １７２，５９４ １．７

（単位：億円、％）

算 定 結 果
（財源不足団体）

（単位：億円、％）

区 分
道 府 県 分 市 町 村 分

令和６年度 対前年度伸率 令和６年度 対前年度伸率

基準財政需要額
（２２３，９８１）

２２１，５８２

（０．６）

２．０

（２４３，３８９）

２４１，２４４

（１．３）

２．４

基準財政収入額 １２９，１０４ ３．２ １５７，９３３ １．９

交 付 基 準 額 ９２，４７８ ０．３ ８３，３１１ ３．３

普通交付税額
（９４，７２５）

９２，３２５

（△２．７）

０．３

（８５，２９０）

８３，１４５

（０．２）

３．３

１ 基準財政需要額、基準財政収入額、普通交付税額

（注） １ （ ）書きは、臨時財政対策債分を含めた場合の計数である。
２ 令和６年度の財源不足団体について、対前年度（当初算定）との伸率を算出している。

なお、交付基準額及び普通交付税額については、前年度（当初算定）の実績に対する伸率である。
３ 交付基準額と普通交付税額との差額は調整額である。

1
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２ 令和６年度 普通交付税算定のポイント

2

１ こども子育て費の創設

こども・子育て政策に係る基準財政需要額の算定をより的確なものとするため、

測定単位を「18歳以下人口」とする新たな算定費目「こども子育て費」を創設。

同費目において、「こども未来戦略」等に基づく地方公共団体の取組に係る財政

需要と、既存の算定費目のうち、こども・子育て政策に係る部分を統合し、一括

して算定。

人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を実施。

３ 物価高への対応

学校、福祉施設、図書館、文化施設など地方公共団体の施設の光熱費の

高騰や、ごみ収集、学校給食など地方公共団体のサービス・施設管理等の

委託料の増加を踏まえ地方財政計画において計上された700億円を算定。

（保健）衛生費
（測定単位：人口）

社会福祉費
（測定単位：人口）

その他の教育費
（測定単位：人口等）

こども子育て費
（測定単位：18歳以下人口）

• 「こども未来戦略」に基づく地方公共団体の財政需要
• こども・子育て政策（ソフト）増額分

※ このほか、包括算定経費からも一部移管

既存費目のうち、
こども・子育て政策に
係る部分を統合

※道府県分・市町村分
それぞれに創設

２ 給与改定及び会計年度任用職員への勤勉手当支給に係る対応

令和５年人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費や、会計年度任用

職員への勤勉手当の支給に要する経費を算定。
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3

６ 基準財政収入額の増加

道府県分、市町村分ともに、主に以下の税目等において基準財政収入額が

令和５年度算定から増加。

４ 能登半島地震の影響を踏まえた特例

能登半島地震の影響を踏まえ、以下の特例措置を講じる。

・児童・生徒数の減少を踏まえた特例

・市町村民税法人税割に係る特例

・ゴルフ場利用税及びゴルフ場利用税交付金に係る特例

５ 定額減税に伴う地方特例交付金の創設

定額減税による地方公共団体の減収を補塡するため、定額減税減収補塡

特例交付金を創設するとともに、交付額の75％を基準財政収入額に算入。

道 府 県 分 市 町 村 分

・ 法人事業税

・ 特別法人事業譲与税

・ 定額減税減収補塡特例交付金

・ 固定資産税

・ 定額減税減収補塡特例交付金
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4

道    府    県    分 市    町    村    分

北海道 1,202,190 573,545 628,644 627,816 1,603,547 757,907 845,640 844,534

青  森 343,107 129,538 213,569 213,333 339,986 144,832 195,154 194,919

岩  手 353,779 131,366 222,413 222,169 346,490 162,818 183,672 183,433

宮  城 413,012 254,746 158,266 157,981 540,064 361,645 178,418 178,046

秋  田 295,882 99,859 196,023 195,819 294,550 117,991 176,560 176,357

山  形 300,072 115,682 184,390 184,183 286,068 133,875 152,193 151,996

福  島 438,920 233,173 205,748 205,445 454,977 262,254 192,723 192,410

茨  城 572,632 375,904 196,729 196,334 527,384 358,801 168,583 168,219

栃  木 391,083 246,034 145,049 144,779 383,524 296,123 87,401 87,137

群  馬 395,066 249,321 145,745 145,472 410,355 293,277 117,078 116,795

埼  玉 1,082,082 808,426 273,656 272,910 1,219,679 1,018,577 201,102 200,262

千  葉 961,144 725,971 235,173 234,510 935,850 740,101 195,749 195,104

東  京 2,111,697 2,693,732 - - 424,161 352,823 71,338 71,046

神奈川 1,127,327 997,435 129,891 129,114 1,337,117 1,216,491 120,627 119,705

新  潟 486,260 236,595 249,665 249,330 604,261 320,328 283,932 283,516

富  山 274,527 131,184 143,343 143,154 243,941 158,433 85,508 85,340

石  川 277,039 143,229 133,810 133,619 270,107 165,252 104,855 104,669

福  井 236,991 105,335 131,656 131,493 176,508 109,632 66,876 66,755

山  梨 242,776 103,727 139,049 138,882 205,532 111,873 93,659 93,517

長  野 460,732 249,085 211,647 211,330 551,155 288,364 262,790 262,410

岐  阜 429,915 236,677 193,239 192,942 452,268 287,234 165,034 164,722

静  岡 614,009 425,201 188,809 188,385 696,865 549,440 147,425 146,945

愛  知 1,150,895 1,026,494 124,401 123,608 580,213 479,238 100,976 100,576

三  重 388,874 229,698 159,177 158,909 339,263 209,936 129,327 129,094

滋  賀 310,505 176,657 133,848 133,634 305,396 212,010 93,386 93,175

京  都 465,047 275,901 189,146 188,826 597,943 420,497 177,446 177,034

大  阪 1,405,106 1,073,220 331,887 330,918 1,885,227 1,534,187 351,040 349,741

兵  庫 963,015 613,811 349,204 348,540 1,185,009 846,184 338,826 338,009

奈  良 308,481 132,269 176,212 175,999 300,686 163,108 137,578 137,371

和歌山 280,540 95,241 185,299 185,106 245,810 120,626 125,185 125,015

鳥  取 200,561 58,942 141,619 141,480 156,827 67,769 89,058 88,950

島  根 254,706 75,169 179,536 179,361 218,629 88,278 130,351 130,200

岡  山 375,317 202,920 172,397 172,138 492,416 296,320 196,096 195,757

広  島 501,669 311,226 190,444 190,098 685,620 453,902 231,718 231,246

山  口 335,098 155,925 179,173 178,942 320,160 187,021 133,140 132,919

徳  島 233,688 82,634 151,055 150,893 191,907 100,152 91,755 91,622

香  川 239,945 113,423 126,522 126,357 222,038 132,829 89,209 89,056

愛  媛 325,397 153,684 171,713 171,488 330,469 184,960 145,509 145,281

高  知 249,405 70,412 178,993 178,821 216,191 86,872 129,318 129,169

福  岡 853,393 551,740 301,653 301,065 1,176,479 800,061 376,418 375,607

佐  賀 244,520 92,870 151,650 151,481 198,629 104,616 94,012 93,875

長  崎 358,101 126,878 231,223 230,976 343,558 159,788 183,770 183,533

熊  本 393,695 173,974 219,721 219,449 489,465 245,473 243,992 243,654

大  分 303,925 123,081 180,844 180,635 281,367 154,778 126,589 126,395

宮  崎 303,467 111,947 191,520 191,311 266,898 137,183 129,715 129,531

鹿児島 440,736 161,740 278,996 278,692 451,648 202,673 248,975 248,664

沖  縄 373,572 148,507 225,066 224,808 338,184 196,772 141,412 141,179

合  計 24,269,901 15,604,126 9,247,810 9,232,538 24,124,421 15,793,305 8,331,116 8,314,489

　（注）１．市町村分については、財源不足団体分を記載している。

　　　　２．表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県の単純合計と合計欄は一致しない。

普通交付税額

令和６年度　普通交付税交付額

（単位：百万円）

都　道
府　県 基準財政需要額 基準財政収入額 財源不足額 普通交付税額 基準財政需要額 基準財政収入額 財源不足額
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令和６年度 不交付団体の状況

区 分 令和６年度 令和５年度 令和４年度

都 道 府 県 １ １ １

市 町 村 ８２ ７６ ７２

合 計 ８３ ７７ ７３

（注） 合併特例の適用により交付税が交付される団体数を含み、特別区を含まない。

不交付団体数

不交付団体数の推移（都道府県＋市町村）
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２　市町村分

都道府県

北海道 泊村

青森県 六ヶ所村

宮城県 大和町

福島県 西郷村 広野町 大熊町 新地町

茨城県 つくば市 神栖市 東海村

群馬県 明和町

埼玉県 戸田市 朝霞市 和光市 八潮市 三芳町

市川市 成田市 市原市 君津市 浦安市 袖ケ浦市

印西市 芝山町

立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市

小金井市 小平市 国分寺市 国立市 多摩市 瑞穂町

川崎市 鎌倉市 藤沢市 厚木市 海老名市 寒川町

箱根町

新潟県 聖籠町 刈羽村

福井県 美浜町 高浜町 おおい町

山梨県 昭和町 忍野村 山中湖村

長野県 軽井沢町

静岡県 富士市 御殿場市 湖西市 長泉町

名古屋市 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市

小牧市 東海市 大府市 高浜市 日進市 田原市

みよし市 長久手市 豊山町 大口町 飛島村 武豊町

幸田町

三重県 四日市市 川越町

京都府 久御山町

大阪府 田尻町

兵庫県 芦屋市

福岡県 苅田町

佐賀県 玄海町

市町村合計 82 団体　（令和５年度76団体）

３　合   計 83 団体　

（注）１

２

令和６年度普通交付税不交付団体一覧表

１　道府県分       東京都

不　交　付　団　体　名

　令和６年度に不交付団体から交付団体になった団体はない。

千葉県

東京都

神奈川県

　下線は令和６年度に交付団体から不交付団体になった団体である。

愛知県
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１ 臨時財政対策債発行可能額の算定

（単位：億円、％）

区 分 令和６年度 令和５年度 伸 率

道 府 県 ２，３９９ ５，３１１ △５４．８

市 町 村 ２，１４５ ４，６３５ △５３．７

合 計 ４，５４４ ９，９４６ △５４．３

（ ） 、 。注 表示単位未満四捨五入しているため 区分ごとの数値と合計が一致しない場合がある

２ 臨時財政対策債の概要

地方財源の不足に対処するため、令和５年度から令和７年度の間、地

方財政法第５条の特例として発行されるもの（平成１３年度から令和４

年度の間においても同様に発行 。）

なお、その元利償還金については、翌年度以降の基準財政需要額に全

額算入する。

３ 臨時財政対策債発行可能額の算出方法

財源不足額が生じている地方公共団体を対象とし、当該不足額を基礎

として算出。

（財政力に応じて逓増）

令和６年度 臨時財政対策債発行可能額について

7
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8

（単位：百万円）

北海道 5,806 16,392
青  森 970 1,945
岩  手 1,049 1,705
宮  城 4,624 5,743
秋  田 821 1,428
山  形 902 1,429
福  島 3,357 3,526
茨  城 7,136 2,914
栃  木 4,916 1,638
群  馬 4,588 3,263
埼  玉 23,042 8,880
千  葉 20,757 7,876
東  京 - 2,213
神奈川 23,770 12,346
新  潟 2,306 7,666
富  山 1,492 1,920
石  川 1,708 1,917
福  井 735 1,287
山  梨 728 1,132
長  野 3,192 3,266
岐  阜 3,390 2,742
静  岡 9,983 10,302
愛  知 27,489 3,438
三  重 4,269 1,583
滋  賀 2,645 2,051
京  都 4,631 8,604
大  阪 29,700 19,151
兵  庫 11,835 15,694
奈  良 985 1,963
和歌山 777 1,626
鳥  取 487 820
島  根 590 1,019
岡  山 2,608 6,400
広  島 5,545 10,405
山  口 1,446 1,783
徳  島 633 781
香  川 1,169 1,784
愛  媛 1,185 2,126
高  知 615 1,213
福  岡 10,939 15,823
佐  賀 688 1,097
長  崎 1,050 2,221
熊  本 1,228 5,625
大  分 916 1,637
宮  崎 869 1,687
鹿児島 1,270 2,635
沖  縄 1,095 1,794

合　　計 239,936 214,488
（注）表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県の単純合計と
　　　合計欄は一致しない。

令和６年度　臨時財政対策債発行可能額

都道府県 道府県分 市町村分
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令和６年度 地方特例交付金の決定について

１．地方特例交付金の算定結果
（単位：億円、％）

区 分 令和６年度 令和５年度 伸 率

都道府県

うち住宅借入金等特別税額控除

減収補塡特例交付金

うち定額減税減収補塡特例交付金

３,９９１

７０５

３,２８６

７２９

７２９

－

４４７．２

△３．３

皆増

市 町 村

うち住宅借入金等特別税額控除

減収補塡特例交付金

うち定額減税減収補塡特例交付金

７,２１７

１,２６９

５,９４８

１,３１６

１,３１６

－

４４８．６

△３．６

皆増

合 計

うち住宅借入金等特別税額控除

減収補塡特例交付金

うち定額減税減収補塡特例交付金

１１,２０８

１,９７４

９,２３４

２,０４５

２,０４５

－

４４８．１

△３．５

皆増

9

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公

共団体の減収を補塡するため、各地方公共団体の住宅借入金等特別税

額控除見込額を基礎として算定するもの。

２．地方特例交付金の概要

(1) 住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金

個人住民税における定額減税の実施に伴う地方公共団体の減収を補

塡するため、各地方公共団体の定額減税見込額を基礎として算定する

もの。

(2) 定額減税減収補塡特例交付金

地方特例交付金は、いずれも普通交付税の交付・不交付にかかわらず、

全地方公共団体が交付対象となる。
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（単位：百万円）

住宅借入金等特別税額控除
減収補塡特例交付金

定額減税減収補塡
特例交付金

北海道 13,643 2,210 11,433
青  森 3,909 712 3,197
岩  手 3,957 701 3,256
宮  城 6,312 1,324 4,988
秋  田 2,964 494 2,469
山  形 3,598 657 2,941
福  島 6,358 1,196 5,161
茨  城 10,494 1,892 8,601
栃  木 7,039 1,292 5,748
群  馬 7,056 1,391 5,665
埼  玉 25,684 4,924 20,760
千  葉 21,805 3,791 18,014
東  京 49,040 6,444 42,596
神奈川 23,746 4,048 19,697
新  潟 6,168 1,106 5,062
富  山 3,715 605 3,110
石  川 4,115 773 3,341
福  井 2,786 480 2,306
山  梨 2,847 489 2,357
長  野 7,295 1,276 6,018
岐  阜 7,346 1,404 5,942
静  岡 10,915 2,108 8,806
愛  知 25,378 5,114 20,264
三  重 6,473 1,187 5,286
滋  賀 5,446 1,075 4,371
京  都 6,218 1,078 5,140
大  阪 24,260 4,248 20,012
兵  庫 16,653 2,941 13,712
奈  良 4,564 799 3,765
和歌山 3,009 553 2,457
鳥  取 1,855 331 1,523
島  根 2,246 375 1,871
岡  山 5,432 1,105 4,328
広  島 7,904 1,514 6,390
山  口 4,586 868 3,718
徳  島 2,272 330 1,943
香  川 3,318 573 2,746
愛  媛 4,373 810 3,562
高  知 2,076 321 1,755
福  岡 13,478 2,609 10,870
佐  賀 2,846 551 2,295
長  崎 4,146 663 3,483
熊  本 4,630 976 3,653
大  分 3,804 750 3,055
宮  崎 3,478 660 2,817
鹿児島 5,258 1,084 4,175
沖  縄 4,586 684 3,903
合　　計 399,080 70,516 328,564

都道府県 地方特例交付金

令和６年度　地方特例交付金交付額（都道府県分）

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県の単純合計と合計欄は一致しない。
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（単位：百万円）

住宅借入金等特別税額控除
減収補塡特例交付金

定額減税減収補塡
特例交付金

北海道 28,945 4,781 24,164
青  森 5,864 1,068 4,796
岩  手 5,935 1,051 4,884
宮  城 14,597 3,010 11,587
秋  田 4,445 741 3,705
山  形 5,398 986 4,412
福  島 9,538 1,795 7,743

茨  城 15,742 2,838 12,904
栃  木 10,560 1,937 8,623
群  馬 10,587 2,088 8,498
埼  玉 45,217 8,664 36,554
千  葉 37,245 6,415 30,830
東  京 73,600 9,666 63,934
神奈川 63,416 10,641 52,775

新  潟 12,801 2,371 10,431
富  山 5,574 908 4,666
石  川 6,173 1,160 5,013
福  井 4,179 720 3,459

山  梨 4,271 734 3,537
長  野 10,944 1,914 9,030
岐  阜 11,022 2,107 8,915
静  岡 23,334 4,489 18,845
愛  知 48,385 9,518 38,867
三  重 9,711 1,780 7,931

滋  賀 8,171 1,613 6,558
京  都 14,868 2,382 12,486
大  阪 51,066 8,666 42,399
兵  庫 31,295 5,328 25,967
奈  良 6,848 1,198 5,650
和歌山 4,515 829 3,686

鳥  取 2,782 497 2,285
島  根 3,369 562 2,808
岡  山 11,396 2,300 9,095
広  島 17,466 3,312 14,154
山  口 6,880 1,302 5,578

徳  島 3,401 486 2,915
香  川 4,978 859 4,119
愛  媛 6,560 1,215 5,344
高  知 3,115 481 2,634

福  岡 31,060 5,682 25,378
佐  賀 4,270 826 3,443
長  崎 6,219 994 5,225
熊  本 10,324 2,203 8,121
大  分 5,707 1,124 4,583
宮  崎 5,217 991 4,227
鹿児島 7,888 1,626 6,263
沖  縄 6,841 1,025 5,816

合　　計 721,720 126,884 594,836

令和６年度　地方特例交付金交付額（市町村分）

都道府県 地方特例交付金

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県の単純合計と合計欄は一致しない。
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令和６年７月２３日

令和６年度普通交付税大綱

地方交付税法第１０条の規定に基づき、令和６年度普通交付税の額を
次のとおり決定したので、報告する。

１ 決 定 額

区 分 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

総 額 １７兆５，４７０億円 １７兆２，５９４億円

道府県分 ９兆２，３２５億円 ９兆２，０８９億円

市町村分 ８兆３，１４５億円 ８兆 ５０６億円

２ 交付団体及び不交付団体数

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
区 分

交 付 不交付 計 交 付 不交付 計

道府県分 ４６ １ ４７ ４６ １ ４７

市町村分 １，６３６ ８２ １，７１８ １，６４２ ７６ １，７１８

計 １，６８２ ８３ １，７６５ １，６８８ ７７ １，７６５

1

閣 議 報 告
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2

３ 主な算定事項

(1) こども・子育て政策に係る基準財政需要額をより的確に算定するため、測定単
位を18歳以下人口とする「こども子育て費」を設けるとともに、こども・子育て
政策に要する経費の財源を措置すること。

(2) 地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置すること。

(3) 児童虐待防止、障害者の自立支援、介護給付に要する経費の財源を充実すること。

(4) 特別支援教育、私学助成等教育施策に要する経費の財源を充実すること。

(5) 森林環境譲与税を活用して実施する森林整備等に要する経費の財源を充実する
こと。

(6) 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に要する経費の財源を措置すること。

(7) ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加
を踏まえ、その財源を充実すること。

(8) 東日本大震災の被災団体に対し、算定に用いる国勢調査人口等について特例的
な措置を講じること。

(9) 令和６年能登半島地震の被災団体に対し、教育費や法人関係税等の算定におい
て特例的な措置を講じること。

(10) その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確
保のために必要となる経費の財源を措置すること。

(11) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とす
ること。

４ 交付決定日

令和６年７月２３日（火）
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[ 参　考 ]

 （単位：百万円）

北海道 627,816 844,534
青  森 213,333 194,919
岩  手 222,169 183,433
宮  城 157,981 178,046
秋  田 195,819 176,357
山  形 184,183 151,996
福  島 205,445 192,410
茨  城 196,334 168,219
栃  木 144,779 87,137
群  馬 145,472 116,795
埼  玉 272,910 200,262
千  葉 234,510 195,104
東  京 -            71,046
神奈川 129,114 119,705
新  潟 249,330 283,516
富  山 143,154 85,340
石  川 133,619 104,669
福  井 131,493 66,755
山  梨 138,882 93,517
長  野 211,330 262,410
岐  阜 192,942 164,722
静  岡 188,385 146,945
愛  知 123,608 100,576
三  重 158,909 129,094
滋  賀 133,634 93,175
京  都 188,826 177,034
大  阪 330,918 349,741
兵  庫 348,540 338,009
奈  良 175,999 137,371
和歌山 185,106 125,015
鳥  取 141,480 88,950
島  根 179,361 130,200
岡  山 172,138 195,757
広  島 190,098 231,246
山  口 178,942 132,919
徳  島 150,893 91,622
香  川 126,357 89,056
愛  媛 171,488 145,281
高  知 178,821 129,169
福  岡 301,065 375,607
佐  賀 151,481 93,875
長  崎 230,976 183,533
熊  本 219,449 243,654
大  分 180,635 126,395
宮  崎 191,311 129,531
鹿児島 278,692 248,664
沖  縄 224,808 141,179
合  計 9,232,538 8,314,489

（注） 表示単位未満を四捨五入しているため、各都道府県

     の数値の計と合計は一致しない。

普通交付税  都道府県別決定額（道府県分・市町村分）

都　道
府　県

道府県分 市町村分
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（単位：億円、％）

普通交付税 臨時財政対策債 普通交付税＋臨時財政対策債

Ｒ６ 増減率 Ｒ６ 増減率 Ｒ６ 増減率

1  北海道 6,278 -91 -1.4 58 -59 -50.6 6,336 -150 -2.3

2  青  森 2,133 -50 -2.3 10 -13 -57.0 2,143 -63 -2.9

3  岩  手 2,222 -11 -0.5 10 -13 -56.2 2,232 -24 -1.1

4  宮  城 1,580 43 2.8 46 -59 -55.9 1,626 -15 -0.9

5  秋  田 1,958 -12 -0.6 8 -10 -54.2 1,966 -22 -1.1

6  山  形 1,842 -7 -0.4 9 -12 -56.1 1,851 -19 -1.0

7  福  島 2,054 -15 -0.7 34 -38 -53.3 2,088 -53 -2.5

8  茨  城 1,963 -20 -1.0 71 -87 -54.9 2,035 -107 -5.0

9  栃  木 1,448 30 2.1 49 -56 -53.1 1,497 -26 -1.7

10  群  馬 1,455 -32 -2.2 46 -56 -54.8 1,501 -88 -5.5

11  埼  玉 2,729 195 7.7 230 -303 -56.8 2,960 -108 -3.5

12  千  葉 2,345 158 7.2 208 -253 -54.9 2,553 -95 -3.6

13  東  京 0 0 - 0 0 - 0 0 -

14  神奈川 1,291 -69 -5.1 238 -351 -59.6 1,529 -420 -21.6

15  新  潟 2,493 -61 -2.4 23 -31 -57.4 2,516 -92 -3.5

16  富  山 1,432 10 0.7 15 -15 -50.4 1,446 -5 -0.4

17  石  川 1,336 -22 -1.6 17 -22 -56.7 1,353 -44 -3.2

18  福  井 1,315 -41 -3.0 7 -9 -56.0 1,322 -50 -3.7

19  山  梨 1,389 -22 -1.5 7 -9 -55.2 1,396 -31 -2.2

20  長  野 2,113 21 1.0 32 -35 -52.4 2,145 -14 -0.6

21  岐  阜 1,929 16 0.8 34 -43 -56.1 1,963 -27 -1.4

22  静  岡 1,884 68 3.7 100 -131 -56.8 1,984 -64 -3.1

23  愛  知 1,236 160 14.9 275 -271 -49.7 1,511 -111 -6.9

24  三  重 1,589 -10 -0.6 43 -48 -53.1 1,632 -58 -3.4

25  滋  賀 1,336 9 0.7 26 -27 -50.7 1,363 -18 -1.3

26  京  都 1,888 27 1.5 46 -49 -51.6 1,935 -22 -1.1

27  大  阪 3,309 106 3.3 297 -370 -55.5 3,606 -264 -6.8

28  兵  庫 3,485 13 0.4 118 -138 -53.9 3,604 -125 -3.4

29  奈  良 1,760 -1 -0.1 10 -13 -56.0 1,770 -14 -0.8

30  和歌山 1,851 2 0.1 8 -10 -55.9 1,859 -8 -0.4

31  鳥  取 1,415 -16 -1.1 5 -6 -56.1 1,420 -23 -1.6

32  島  根 1,794 -53 -2.9 6 -7 -54.6 1,800 -60 -3.2

33  岡  山 1,721 11 0.7 26 -33 -56.2 1,747 -22 -1.3

34  広  島 1,901 6 0.3 55 -63 -53.1 1,956 -56 -2.8

35  山  口 1,789 7 0.4 14 -14 -48.6 1,804 -7 -0.4

36  徳  島 1,509 -32 -2.1 6 -8 -55.0 1,515 -40 -2.6

37  香  川 1,264 -7 -0.5 12 -15 -56.5 1,275 -22 -1.7

38  愛  媛 1,715 -60 -3.4 12 -11 -49.1 1,727 -72 -4.0

39  高  知 1,788 -4 -0.2 6 -7 -53.5 1,794 -11 -0.6

40  福  岡 3,011 46 1.5 109 -127 -53.7 3,120 -81 -2.5

41  佐  賀 1,515 -15 -1.0 7 -8 -54.6 1,522 -23 -1.5

42  長  崎 2,310 10 0.4 10 -12 -54.0 2,320 -2 -0.1

43  熊  本 2,194 -30 -1.3 12 -15 -55.4 2,207 -45 -2.0

44  大  分 1,806 -7 -0.4 9 -12 -56.1 1,816 -18 -1.0

45  宮  崎 1,913 16 0.8 9 -11 -55.7 1,922 5 0.2

46  鹿児島 2,787 -23 -0.8 13 -15 -54.5 2,800 -38 -1.4

47  沖  縄 2,248 -7 -0.3 11 -13 -54.6 2,259 -20 -0.9

合 計 92,325 237 0.3 2,399 -2,912 -54.8 94,725 -2,675 -2.7

団体名

道府県分　普通交付税等の状況

対前年度
増減額

対前年度
増減額

対前年度
増減額

【ご参考】
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（単位：億円、％）

普通交付税 臨時財政対策債 普通交付税＋臨時財政対策債

団　体　名 Ｒ６ 増減率 Ｒ６ 増減率 Ｒ６ 増減率

1 札幌市 1,405 137 10.8 120 -134 -52.8 1,525 3 0.2

2 仙台市 309 39 14.3 46 -52 -53.3 355 -14 -3.7

3 さいたま市 119 20 20.4 23 -29 -56.0 142 -9 -6.0

4 千葉市 248 22 9.6 38 -50 -57.1 286 -28 -9.0

5 横浜市 328 -21 -6.1 61 -105 -63.0 390 -126 -24.4

6 川崎市 0 0 - 0 0 - 0 0 -

7 相模原市 253 13 5.5 34 -42 -55.1 287 -28 -8.9

8 新潟市 759 65 9.3 54 -60 -52.9 813 5 0.6

9 静岡市 302 33 12.4 38 -46 -54.6 340 -13 -3.6

10 浜松市 363 48 15.3 45 -47 -51.2 408 1 0.3

11 名古屋市 0 -49 -100.0 0 -30 -100.0 0 -79 -100.0

12 京都市 647 44 7.2 74 -82 -52.5 722 -39 -5.1

13 大阪市 332 -58 -14.8 57 -113 -66.6 388 -171 -30.5

14 堺市 518 70 15.6 52 -56 -52.1 570 14 2.5

15 神戸市 901 67 8.1 91 -101 -52.7 992 -34 -3.3

16 岡山市 464 38 8.9 43 -50 -53.6 507 -12 -2.4

17 広島市 695 92 15.3 74 -82 -52.3 769 10 1.4

18 北九州市 760 58 8.2 60 -70 -53.6 820 -12 -1.5

19 福岡市 478 49 11.3 69 -81 -54.1 546 -32 -5.6

20 熊本市 587 67 12.9 47 -46 -49.4 633 22 3.5

9,469 733 8.4 1,025 -1,275 -55.4 10,494 -543 -4.9合　計

大都市分　普通交付税等の状況

対前年度
増減額

対前年度
増減額

対前年度
増減額

【ご参考】
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